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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２８年１０月３日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時１７分閉議（実時間２２２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１１号・平成２７年度八代市一般

会計歳入歳出決算ほか１０件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  松 永 純 一 君 

副委員長  庄 野 末 藏 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員 友 枝 和 明 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      中 村 伸 也 君 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

  財務部次長     辻 本 士 誠 君 

  納税課長      機   智三郎 君 

  理事兼市民税課長  硴 塚 康 浩 君 

  財政課長      尾 﨑 行 雄 君 

 教育部 

  教育部次長     桑 田 謙 治 君 

 健康福祉部 
  健康福祉部次長兼 
            小 薮   正 君 
  福祉事務所次長 

 総務部長       水 本 和 博 君 

  秘書広報課長    松 川 由 美 君 

  人事課長      白 川 健 次 君 

 企画振興部長     福 永 知 規 君 

  企画振興部次長   増 住 眞 也 君 

  企画政策課長    野々口 正 治 君 

 市民環境部長     堀   泰 彦 君 
 
  人権政策課長兼 
            濵 田 大 祐 君 
  人権啓発センター所長 
 
 
  市民活動政策課長兼 
            川 野 雄 一 君 
  消費生活センター所長 
 
 
  市民課主幹兼 
            福 本 桂 三 君 
  課長補佐 
 

 部局外 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

  議会事務局次長   嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

            鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（松永純一君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

 審査に入ります前に、まず本決算審査特別委

員会の進め方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、これは９月

２３日の本委員会でも報告したところでありま

すが、まず、一般会計決算の歳入並びに各特別

会計決算の歳入の審査については、平成２７年

度八代市一般会計歳入歳出決算書または平成２

７年度八代市特別会計歳入歳出決算書に基づい

て、次に、一般会計決算の歳出及び各特別会計

決算の歳出の審査については、平成２７年度に

おける主要な施策の成果に関する調書及び土地

開発基金の運用状況に関する調書に基づいて説
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明を聴取し、監査委員からの審査意見書も含め

たところで質疑を行うことといたしておりま

す。 

 また、そのほかの審査方法については、委員

長に一任ということでありましたので、お手元

に配付いたしておりますような方法で進めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、お手元に日程表を配付しております

が、これは昨年度の実績等をもとに作成してお

りますので、あくまでも予定であり、審査の進

行によっては、各日予定している審査項目を後

日に繰り越すことも十分考えられます。よっ

て、場合によっては１０月１３日の予備日も審

査日となる可能性もございますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 審査の順序といたしましては、まず、一般会

計決算の歳入及び歳出の審査を行い、その終了

後に、各特別会計決算について審査を行ってい

く予定です。 

 なお、一般会計決算の歳出については、款ご

とに説明を求めて質疑を行ってまいりますの

で、原則として、審査に当たっては後戻りしな

いよう、その款ごとに全ての質疑を終えられま

すようお願いしたいと思っております。 

 委員の総括的な御意見については、一般会計

歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算の全

ての審査の終了後にお願いしたいと考えており

ます。 

 最後に、執行部においては、委員の質疑に対

して、専門的な場合は係長でも結構ですが、極

力、課長以上で答弁をお願します。 

 また、資料請求については、委員会で決定

し、請求することといたしたいと思います。 

 なお、委員会開催中に執行部へ資料請求を行

い、その後、提出された資料につきましては、

先ほどもお伝えしましたとおり、原則、質疑等

について後戻りしないということにしておりま

すので、提出資料に対する質疑等があった場合

は、委員会の中では行わず、各委員個別にて執

行部へお尋ねいただきますよう、御協力をお願

いします。 

 どうか本決算審査特別委員会の審査が順調に

進みますよう、委員の皆様方の御協力をお願い

いたします。 

                              

◎議案第１１１号・平成２７年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１０件 

○委員長（松永純一君） それでは、これより

議案第１１１号から同第１２１号まで、すなわ

ち平成２７年度八代市一般会計歳入歳出決算及

び同各特別会計歳入歳出の決算の１１件を議題

といたします。 

 説明に入ります前に、江﨑監査委員より発言

の申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

○監査委員（江﨑眞通君） 皆さんおはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）本日からの決算委員会、大変お世話にな

ります。 

 私のほうからは、平成２７年度の八代市一般

会計並びに特別会計の決算、財政健全化及び経

営健全化の審査結果につきまして報告をさせて

いただきます。 

 決算審査の期間でございますけれども、本年

８月２４日から９月１６日の期間に実施をいた

しました。一般会計、特別会計決算書などが関

係法令に準拠して作成されているか、計数は正

確であるかなどにつきまして、毎月行っており

ます例月現金出納検査等の結果を踏まえまし

て、決算審査を行いました。その結果、歳入歳

出決算書などが法令に定められました様式を備

え、かつその計数は出納閉鎖の５月末の現在残

高と一致をいたしておりましたことを御報告さ

せていただきます。 

 それでは、決算の状況でございますけれど

も、平成２７年度の一般会計の決算につきまし
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ては、歳入歳出とも４％強の伸びとなっており

ます。これは、平成２６年４月からの消費税率

の引き上げに伴い、地方消費税交付金が平成２

７年度から平準化されたこと、固定資産税税率

が合併協議に基づき、本税に戻されたこと、あ

るいは子ども・子育て支援の新制度に伴う私立

保育所委託事業の拡充、環境センターの建設、

消防救急無線デジタル化等の整備に伴う八代広

域行政事務組合への負担金の増加並びに平成２

６年度の国の補正予算によりますプレミアムつ

き商品券の発行を平成２７年度への繰越事業と

して実施をしたことが主な要因でございます。 

 歳入決算の収入未済額につきましては、関係

職員の努力によりまして、前年度に比べ１億４

００万円、８.６％減少をいたしております。

翌年度へ繰り越します国・県の支出金、あるい

は市債を除きました実質的な収入未済額は１１

億円となっております。 

 これは、市税の現年度滞納者に対する早期滞

納処分の着手の結果などで減少いたしておりま

す。 

 今後とも、自主財源の確保のためにも積極的

な債権回収に努めていただきたいというふうに

思っております。 

 なお、滞納対策といたしまして、平成２７年

度から未収金の縮減、不納欠損処理の適正化を

図るために関係職員で構成される市有債権回収

一元化等検討プロジェクトが立ち上がっており

ます。債権管理取扱指針のマニュアル化の整

備、債権管理体制の一元化、債権管理条例の制

定などが検討されておりまして、なお一層の債

権管理の適正化を期待するものでございます。 

 また、歳出決算の執行率でございますが、９

６.８％で不用額は２０億１７００万円となっ

ております。予算の効率的な執行や経費節減な

どの結果によりまして、おおむね適正な予算執

行となっておりますが、一部には多額な不用額

もあります。より適切な予算見積もりを行って

いただきますとともに、場合によりましては予

算の補正を行う必要があるのではないかという

ふうに思う事業もありました。 

 そして次に、平成２７年度の市債の発行額で

ございますが、６７億２３００万円が発行され

ております。このうち、交付税の代替措置であ

ります臨時財政対策債は２１億４０００万円

で、発行額の３２％を占めております。また、

投資的経費に充当いたします事業債につきまし

ては４５億８３００万円で、約７割を占めてお

ります。平成２７年度の事業債の発行のうち、

合併特例債につきましては２４億９０００万円

で、事業債発行の５４％となっております。ま

た、市債の現在高でございますけれども、６１

７億９００万円となっておりまして、前年度よ

り７億６０００万円、１.２％の増加となって

おります。増加した要因でございますが、国の

施策により発行いたし、後年度に１００％の地

方交付税措置があります臨時財政対策債並びに

減税補塡債などが６億５００万円、２.５％の

増加、環境センター建設が本格化しましたこと

から、投資的経費に充当します事業債が１億５

５００万、０.４％の増加となっております。 

 市債の現在高６１７億９００万円の内訳でご

ざいますが、国の施策に基づき発行いたします

臨時財政対策債、減税対策債などの現在高につ

きましては、市債現在高の約４割の２４９億２

４００万円、投資的事業に充当します事業債に

つきましては、約６割の３６７億８５００万円

となっております。 

 次に、平成２７年度の財政状態でございます

が、財政力指数、経常収支比率、実質公債費比

率などは年々改善されております。 

 地方公共団体の財政力を示します財政力指数

につきまして、前年度の０.４７６から少し上

回り、今年度０.４８２となっております。ま

た、財政構造の弾力性を示します経常収支比率

におきましては、前年度の９０.５％から１.４
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ポイント改善をされておりまして、８９.１％

となっております。 

 財政健全化比率であります実質公債費比率は

１１.９％で前年度の１３.２％から１.３ポイ

ント改善をされております。また、将来負担比

率は６４.４％で、前年度の７８.６％から１

４.２ポイント改善をされております。これら

はいずれも早期健全化基準を下回っておりまし

て、財政の健全化は維持されております。 

 次に、特別会計決算でありますが、国民健康

保険特別会計におきまして、赤字決算となりま

したことから、平成２８年度の歳入から３億３

４００万円の繰り上げ充用を行っております。

また、そのほかの特別会計におきましては、黒

字決算とはなっておりますものの、一般会計か

らの赤字補塡をある程度行って、収支を保って

いるというふうな状況でもございます。 

 ちなみに、一般会計からの特別会計への繰入

金総額につきましては４３億５４００万円でご

ざいまして、前年度に比べまして２億８２００

万円、６.９％の増加となっております。この

うち、基準外繰り入れにつきましては、２億９

８００万円でございます。特別会計の事業目的

を踏まえまして、不断の見直しを図りながら、

将来にわたり効率的な事業運営に努めていただ

きたいというふうに思っております。 

 なお、昨年度までありました、特別会計であ

りました公共下水道事業特別会計につきまして

は、平成２７年度から企業会計へ移行をいたし

ております。以上、平成２７年度の一般・特別

会計決算などの決算審査の主な報告とさせてい

ただきます。 

 委員の皆様には来年度の予算編成、事務事業

を効果的、効率的に執行していく上での貴重な

御意見、御指導を賜りますようお願いいたしま

して、決算審査の報告とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ありがとうございま

した。 

 それでは、まず、議案第１１１号・平成２７

年度八代市一般会計歳入歳出決算の歳入関係に

ついて、一括して説明を求めます。 

○財務部次長（辻本士誠君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部次長の辻本でございます。 

 それでは、議案第１１１号・平成２７年度八

代市一般会計歳入歳出決算につきまして説明い

たします。座らせていただきまして、説明いた

します。 

 資料は、平成２７年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）と一般会計歳入歳

出決算書を用いまして説明いたします。 

 初めに、一般会計全体の収支状況について説

明をいたします。 

 まず、平成２７年度における主要な施策の成

果に関する調書（その１）の１０ページをお願

いいたします。 

 一般会計歳入歳出決算でございますが、表の

上から、歳入決算額が６２１億７８３２万３０

００円で、前年度に比べ４.３％、２５億３４

８９万４０００円の増加でございます。 

 次の歳出決算額は６０６億４２８２万４００

０円で、前年度に比べ４.８％、２７億６８６

７万２０００円の増加でございます。 

 次の歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は１

５億３５４９万９０００円で、この形式収支か

ら、次の翌年度へ繰り越すべき財源８９４８万

円を差し引いた、その下の実質収支は１４億４

６０１万９０００円の黒字となっており、これ

が翌年度への実質的な繰越金となります。 

 次に、１１ページをお願いします。歳入決算

の状況でございます。 

 まず、歳入の款別で主なものを説明いたしま

す。 

 １の市税の決算額は、中ほどの収入済額のと

ころですが、１４３億７５０１万３０００円



 

－5－

で、前年度に比べ５億９１５１万２０００円の

増加となっております。これは、現年度分にお

いて固定資産税の税率を１.５％から１.６％に

戻したこと及び償却資産の大臣配分の増加が主

な要因でございます。 

 ６の地方消費税交付金の決算額は２５億３３

９万８０００円で、前年度に比べ６７.７％、

１０億１０４７万８０００円の増加となってお

ります。これは平成２６年４月からの税率引き

上げによる交付金の平年度化が主な要因でござ

います。 

 ８の自動車取得税交付金の決算額は６７４５

万８０００円で、前年度に比べ２４９２万３０

００円の増加となっております。これは税制改

正が主な要因でございます。 

 また、１０の地方交付税の決算額は１７４億

６８８８万５０００円で、前年度に比べ０.３

％、４９５１万円の増加となっております。 

 １４の国庫支出金の決算額は９５億９８５４

万３０００円で、前年度に比べ６億３９７４万

２０００円の増加となっております。保育所運

営費負担金やプレミアム付商品券発行事業な

ど、消費喚起のための地域住民生活等緊急支援

交付金などが増となったことが主な要因でござ

います。 

 １５の県支出金の決算額は４９億５０６０万

１０００円で、前年度に比べ１５億４８０６万

８０００円の減少となっております。保育所運

営費負担金や多面的機能支払交付金事業補助金

などが増となったものの、農業基盤整備促進事

業補助金や緑の産業再生プロジェクト促進事業

補助金、強い農業づくり交付金事業補助金がそ

れぞれ減となったことが主な要因でございま

す。 

 １７の寄附金の決算額は５８３７万６０００

円で、前年度に比べ３８６９万２０００円の増

加となっております。これは、ふるさと納税に

よるふるさと元気づくり応援寄附金が増となっ

たことが主な要因でございます。 

 ２０の諸収入の決算額は２０億８１８９万９

０００円で、前年度に比べ１１億６２７０万４

０００円の増加でございます。これはプレミア

ムつき商品券販売収入が主な要因でございま

す。 

 ２１の市債の決算額は６７億２３２０万円

で、前年度に比べ８億２９１０万円の増加とな

っておりますが、これは、環境センター建設事

業や広域行政事務組合の消防救急無線のデジタ

ル化整備事業に係る市債の増加が主な要因でご

ざいます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたしま

す。 

 歳出決算の状況でございますが、上の表

（イ）目的別表ですが、これは歳出を教育や土

木など、事業の目的で分類したものでございま

す。 

 主なものを説明いたします。 

 ３の民生費の決算額が２１９億８２１９万５

０００円と最も多く、歳出全体の３６.２％を

占めております。前年度に比べ８億６５２５万

９０００円の増加となっておりまして、子ども

・子育て支援新制度による私立保育所保育委託

事業や障害福祉サービス給付事業のほか、国民

健康保険特別会計への繰出金の増などによるも

のでございます。 

 次に、４の衛生費の決算額は４４億２７７３

万８０００円で、前年度に比べ５億１５９４万

２０００円の増加でございまして、環境センタ

ー建設事業の増などによるものでございます。 

 次に、５の農林水産業費の決算額は３６億７

９９３万２０００円で、前年度に比べ１７億５

０４６万６０００円の減少でございまして、農

業基盤整備促進事業や緑の産業再生プロジェク

ト促進事業、農業生産総合対策事業の減などに

よるものでございます。 

 次に、６の商工費の決算額は２８億７９０３
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万８０００円で、前年度に比べ１５億３４１５

万１０００円の増加でございまして、プレミア

ム付商品券発行事業やクルーズ船等による外国

人観光客誘致事業など、国の経済対策に伴う増

でございます。 

 次に、８の消防費の決算額は２７億４９４４

万１０００円で、前年度に比べ４億８７４９万

４０００円の増加でございまして、消防救急無

線デジタル化整備事業等に伴う広域行政事務組

合への負担金の増によるものでございます。 

 続きまして、下の表（ロ）性質別の表は、歳

出を人件費、物件費などの性質で分類したもの

でございます。 

 １の人件費の決算額は８１億５５４０万８０

００円で、職員の給与費、議員報酬などでござ

いますが、前年度に比べ３億６３９１万５００

０円の増加となっておりますのは、主に退職者

の増による退職金の増加などによるものでござ

います。 

 ２の扶助費の決算額は１４７億９９６６万９

０００円と最も多く、障害者、児童などに対す

る医療費助成や児童手当などの諸手当、生活保

護費などでございますが、歳出全体の２４.４

％を占めております。前年度に比べ７億７２９

９万１０００円の増加でございますが、私立保

育所保育委託事業や障害福祉サービス給付事業

の増加などによるものでございます。 

 ６の補助費等の決算額は８７億８５８９万４

０００円で、前年度に比べ３６億５５７６万７

０００円の増加、また９の繰出金の決算額は６

０億３３４４万１０００円で、前年度に比べ１

３億８７３６万９０００円の減少となっており

ますが、これは主に公共下水道事業が特別会計

から企業会計へ移行したことにより、その繰出

金の性質が９の繰出金から６の補助費等へ変更

になったことによるものでございます。 

 次に、１１の普通建設事業費の決算額は８１

億９２５３万円で、学校や道路などの建設費で

ございまして、歳出全体の１３.５％を占めて

おります。前年度に比べ１６億８４４万８００

０円の減少でございまして、緑の産業再生プロ

ジェクト促進事業、農業生産総合対策事業の減

によるものでございます。 

 ここで、目的別と性質別の２つの区分の違い

を申しますと、例えば、学校体育館の建設は、

目的別では教育費に分類され、また性質別では

普通建設事業費に分類されるといった区分の方

式でございます。 

 さらに、１の人件費と２の扶助費と３の公債

費は義務的経費に大分類され、また、１１の普

通建設事業費と１２の災害復旧事業費は投資的

経費に大分類されます。 

 それでは、個々の歳入の決算につきまして、

一般会計歳入歳出決算書で順次説明いたしま

す。決算書をお願いいたします。 

 歳入金額につきましては、主なものを１００

０円未満切り捨てで説明させていただきます。 

 なお、国や県の支出金あるいは市債など、事

業に係る特定財源につきましては、歳出のほう

でも出てまいりますので、簡潔に説明いたしま

す。 

 それでは、決算書の２４、２５ページをお願

いいたします。 

 まず、款１・市税でございますが、歳入全体

の２３.１％を占めており、市歳入の主要なも

のでございます。調定額に対する収入済額の割

合であります徴収率は、現年課税分で９８.６

％、滞納繰越分で２１.４％、全体としまして

は９４.２％と、前年度と比べて０.８％上昇し

ております。 

 収入済額の右側の不納欠損額ですが、地方税

法の規定による滞納処分の執行停止が３年間継

続したときなど、納税義務が消滅してしまうも

ので、１億１５４万７０００円、さらにその右

の収入未済額、いわゆる滞納額は、平成２７年

度中に徴収できず、次年度に繰り越され、徴収
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の対象となるもので、７億９０３８万２０００

円でございます。 

 それでは、市税の内容ですが、まず、項１・

市民税、目１・個人は、市民個人の前年の所得

に対し課税されるもので、均等割３０００円と

所得割６％からなります。前年度に比べて、現

年課税分で２.１％の増でございます。なお、

備考欄の還付未済額は、市税の還付通知を出し

ましたが、年度内に受け取りがなされていない

ものでございます。 

 次の目２・法人は、法人の決算期ごとの申告

課税によるもので、法人の規模に応じた均等割

と法人税割からなります。前年度に比べ、現年

課税分で９.０％の減でございます。 

 これは、法人税割の税率が１４.７％から１

２.１％へ引き下げられたこと等が主な要因で

ございます。 

 次に、項２・固定資産税、目１・固定資産税

は、１月１日現在の土地・家屋・償却資産の所

有者に対し課税されるもので、前年度に比べ

て、現年課税分で８.０％の増でございます。

税率を１.５％から１.６％に戻したこと及び新

築家屋等の増、並びに国から配分される大臣配

分等の増加が要因で、大臣配分の増の主なもの

は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの配

分によるものでございます。 

 次の目２・国有資産等所在市交付金は、国・

県など所有する土地・家屋等に対する固定資産

税のかわりに交付されるもので、前年度に比べ

て３.８％の減でございます。 

 次に、項３、目１・軽自動車税は、４月１日

現在の所有者に対し課税されるもので、前年度

に比べて、現年課税分で２.２％の増となって

います。 

 次に、項４、目１・市たばこ税は、卸売販売

業者等に課税するもので、前年度に比べ２.３

％の減となっております。 

 次に、項５、目１・入湯税は、入湯客に対し

課税する税で、環境衛生施設・消防施設の整備

や観光振興の費用などに充てられる目的税でご

ざいます。税額は、日帰り客で５０円、宿泊客

で１５０円などでございます。日奈久、龍峯、

坂本、東陽地区の各温泉施設が対象となってお

ります。前年度に比べ１５.２％の増となって

おります。 

 続きまして、ごらんのページの下のほうにあ

ります款２・地方譲与税でございますが、地方

譲与税とは、国が徴収した特定の税目の税収を

一定の基準により地方公共団体に譲与、交付す

るものでございます。 

 まず、項１、目１・地方揮発油譲与税は、国

税の地方揮発油税の４２％を市町村道の延長、

面積に応じ市町村に譲与されるもので、前年度

比６.２％増の１億５２００万６０００円でご

ざいます。 

 次の、項２、目１の自動車重量譲与税も、国

の自動車重量税の１０００分の４０７が市町村

道の延長、面積に応じ市町村に譲与されるもの

で、前年度比４.１％の増となっております。 

 次は、２６、２７ページをお願いします。 

 項３、目１の特別とん譲与税は、外国貿易船

の八代港への入港に際し、船の純とん数に応じ

譲与されるもので、前年度比１２.４％の増で

ございます。 

 次に、款３、項１、目１・利子割交付金でご

ざいます。これは預金利子に課税される県税の

一部が、県民税の割合に応じて県から市町村に

交付されるものでございます。 

 次に、款４、項１、目１・配当割交付金でご

ざいます。これは上場株式などの配当金に対す

る課税の一部を財源として、県から一定の基準

で市町村に対し交付されるもので、前年度比１

４.４％の減となっております。 

 次の、款５、項１、目１・株式等譲渡所得割

交付金は、株式等譲渡所得等に課税される県税

の一部が、県民税の割合に応じて県から市町村
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に交付されるもので、対前年度比２７.２％減

の５２９９万５０００円となっております。 

 次に、款６、項１、目１・地方消費税交付金

は、徴収された地方消費税の一部が市町村の人

口及び従業者数で案分され、交付されるもの

で、平成２６年４月から税率が引き上げられた

ことによる交付金の平年度化により、対前年度

比６７.７％の増となっております。 

 次は、款７、項１、目１・ゴルフ場利用税交

付金でございますが、県に納められたゴルフ場

利用税の１０分の７に相当する額が、ゴルフ場

所在の市町村に交付されるものでございます。 

 次に、款８、項１、目１・自動車取得税交付

金は、県税の自動車取得税が市町村道の延長及

び面積に応じ県から交付されるもので、対前年

度比５８.６％増の６７４５万８０００円とな

っております。 

 次に、２８、２９ページをお願いします。 

 款９、項１・地方特例交付金、目１の減収補

てん特例交付金は、個人市民税における住宅借

入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体

の減収補塡措置として設けられているものでご

ざいます。 

 続きまして、款１０、項１、目１・地方交付

税でございまして、前年度に比べ０.３％の増

でございます。地方交付税は、国税の所得税、

法人税、酒税、消費税や地方法人税のそれぞれ

の一定割合の額で、各地方公共団体がひとしく

事務が遂行できるよう国が交付するものでござ

います。 

 備考欄に記載してありますが、普通交付税

は、標準的な収入である基準財政収入額が標準

的な歳出である基準財政需要額に対し少ない場

合にその差額が交付されるもので、また、特別

交付税は特別の事情を考慮して交付されるもの

でございます。その割合は、普通交付税が９４

％、特別交付税で６％となっております。 

 次に、款１１、項１、目１・交通安全対策特

別交付金でございますが、国に納付された交通

反則金を交通事故の件数や人口集中地区の人口

等をもとに算出し、国から交付されるものでご

ざいます。 

 続きまして、款１２・分担金及び負担金でご

ざいまして、特定の事業の経費に充てるため、

その事業により受益を受ける者に賦課徴収する

ものでございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金は、かんがい排水路改修事業の受益農家か

らの分担金などでございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金

は、八代地域イントラネット運営経費に係る氷

川町からの負担金でございます。 

 次に、目２・民生費負担金ですが、節１・社

会福祉費負担金の老人福祉施設入所者負担金

や、３１ページになりますが、節２・児童福祉

費負担金の公立保育所や私立保育所の保育料が

主なものでございます。ここで、施設型給付公

立保育所保育料と施設型給付私立保育所保育料

という名称になっておりますが、これは平成２

７年度から、子ども・子育て支援の新制度が始

まったことで名称が変更になり、また子育て世

代の経済的負担軽減のため、第３子以降の保育

料無料化に取り組んだことにより、前年度に比

べ現年度分で公立が２４.９％の減、私立が１

２.３％の減、公立・私立合わせると１４.１％

の減でございます。備考欄の収入未済額が保育

料で約１５００万円で、昨年度より約８５０万

円の減となっております。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 次に、款１３・使用料及び手数料でございま

す。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料で

は、市営中央駐車場及び新八代駅東口駐車場の

使用料が主なものでございます。 

 次の目３・衛生使用料では、前年度に比べ１

７６.７％、１３２０万円の増加となっており
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ますが、これは千丁地域福祉保健センター使用

料である温泉入館料が、平成２６年度は井戸ポ

ンプの改修工事等により収入がなかったためで

ございます。 

 ３６、３７ページをお願いします。 

 目６の土木使用料でございますが、九州電力

やＮＴＴなどの電柱に対する道路占用料や、節

４・住宅使用料では、公営住宅の使用料が主な

ものでございます。 

 ３９ページに移りまして、備考欄の上段の公

営住宅使用料の収入未済額は約４５００万円で

ございます。 

 次に、目８・教育使用料でございますが、節

１・学校施設使用料で、小学校や中学校などの

体育館などの学校施設の使用料、節２・幼稚園

使用料、節３・社会教育施設使用料で、公民館

や厚生会館、博物館、鏡文化センターなどの使

用料、４０、４１ページに移りまして、節４・

社会体育施設使用料で、夜間照明などの使用料

が主なものでございます。ここで、教育使用料

が前年度に比べて１５％、９７３万円の減少と

なっておりますが、公立幼稚園使用料は平成２

７年度から幼稚園就園奨励費補助金にかわり、

市町村民税所得割の額などに応じて徴収するこ

とになりましたもので、３０.３％、５６０万

２０００円の減及び博物館使用料が５０.７

％、３００万４０００円の減となったことが主

な要因でございます。 

 次に、項２・手数料でございますが、目１・

総務手数料では、戸籍謄本や住民票などの交付

手数料であります戸籍住民基本台帳手数料が主

なものでございます。 

 ４２、４３ページに移りまして、目３・衛生

手数料では、清掃センターへの搬入ごみ処理手

数料と、ごみ有料指定袋処理手数料が主なもの

でございます。 

 目５・土木手数料では、建築確認、検査申請

等手数料が主なものでございます。 

 次に、４４、４５ページをお願いします。 

 款１４・国庫支出金でございます。 

 右側の収入未済額が９億３２８６万３０００

円ありますが、その大部分が平成２８年度への

繰越事業に伴うものでございまして、国の補正

予算に伴う臨時福祉給付金給付事業や学校施設

の非構造部材耐震化事業などの予算措置がずれ

込んだことなどによるものでございます。 

 まず、項１・国庫負担金、目１・民生費国庫

負担金では、節１の社会福祉費負担金で、国民

健康保険を支援する国民健康保険基盤安定負担

金及び障害者に対する生活介護給付などを負担

する障害者自立支援給付費負担金、また、節２

・児童福祉費負担金で、児童手当の交付金、１

８歳未満の児童を扶養するひとり親家庭などに

支給する児童扶養手当負担金、４７ページの備

考欄の上段になりますが、民間の保育所運営費

の負担金、節３・生活保護費負担金が主なもの

でございます。 

 次に、同項、目３・災害復旧費国庫負担金で

ございますが、公共土木施設の災害復旧に対す

る国庫負担分が主なものでございます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金では、市町村合併を行った市町村

に対し交付される、市町村合併推進体制整備費

補助金及び通知カード・個人番号カード関連事

務補助金及び地域住民生活等緊急支援交付金な

どが主なものでございます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金の主なもの

は、４９ページになりますが、節１・社会福祉

費補助金では、地域生活支援事業補助金、臨時

福祉給付金事業補助金、節２・児童福祉費補助

金では、子育て世帯臨時特例給付金事業補助

金、子ども・子育て支援交付金でございます。 

 次に、目３・衛生費国庫補助金では、循環型

社会形成推進交付金が主なものでございます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金の主なものは

５１ページになりますが、橋梁長寿命化修繕事
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業交付金、野津橋小路長溝線改良事業交付金な

とでございます。また、節２・都市計画費補助

金で、南川橋梁建設に係る南部幹線道路整備事

業交付金、西片・西宮線道路整備事業交付金な

どがございます。 

 次に、５２、５３ページをお願いします。 

 目５・教育費国庫補助金の主なものは、学校

施設の耐震改修に係る補助金で、５３ページの

節２・小学校費補助金で、千丁小学校校舎耐震

改修事業補助金などがあります。５５ページの

節３・中学校費補助金では、第六中学校体育館

改築事業補助金などがあります。 

 次の５７ページ、目６・災害復旧費補助金で

は、台風１５号に伴う災害等廃棄物処理事業費

補助金がございます。項３・委託金は、国が本

来みずから行うべき事務でありますが、地方公

共団体に行わせたほうが効率的である場合にそ

の事務を行わせ、その経費を負担するものであ

ります。 

 目２の民生費委託金は、５９ページになりま

すが、国民年金事務費交付金が主なものでござ

います。 

 続きまして、款１５・県支出金でございま

す。右側の収入未済額が１億４７２４万３００

０円ありますが、平成２８年度への繰越事業に

伴うものでございまして、主な要因は、東陽交

流センターせせらぎ施設整備事業など、年度内

に事業完了ができなかったことなどによるもの

でございます。 

 まず、項１・県負担金、目１・民生費県負担

金では、節１・社会福祉費負担金で、低所得者

の国民健康保険税の軽減分などを負担する国民

健康保険基盤安定負担金、同様に低所得者の後

期高齢者医療保険料の軽減分を負担する後期高

齢者医療基盤安定負担金、障害者に対する生活

介護給付などを負担する障害者自立支援給付費

負担金、節２・児童福祉費負担金で、児童手当

負担金、民間の保育所運営負担金などが主なも

のでございます。 

 次に、６０、６１ページをお願いします。 

 項２・県補助金、目１の総務費県補助金でご

ざいますが、路線バスの運行費補助に対する熊

本県生活交通維持・活性化総合交付金、また発

電所の所在市町村に交付される熊本県電源立地

地域対策交付金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費県補助金では、重度心身

障害者医療費助成事業に対する補助金が主なも

のでございます。 

 次に、６２、６３ページになりますが、節２

・児童福祉費補助金で、放課後児童健全育成事

業費等補助金、多子世帯子育て支援事業補助金

が主なものでございます。 

 次に、６４、６５ページをお願いします。 

 目３・衛生費県補助金は、節１・保健衛生費

補助金で、４歳未満児等の乳幼児への医療費助

成を補助する乳幼児医療費助成事業費補助金、

節２・生活環境費補助金で、小型合併処理浄化

槽設置整備事業補助金、熊本県市町村等再生可

能エネルギー等導入促進事業補助金が主なもの

でございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金では、主

なものは、６７ページになりますが、地籍調査

事業費補助金のほか、強い農業づくり交付金事

業補助金で、低コスト耐候性ハウスなどの導入

を補助しているほか、６９ページになります

が、多面的機能支払交付金事業補助金などがご

ざいます。同じく６９ページの節２・林業費補

助金では、道整備交付金のほか、７１ページに

移りまして、緑の産業再生プロジェクト促進事

業補助金で、民間の高性能林業機械等購入に対

して補助をしております。 

 次に、目６・消防費県補助金は、石油貯蔵施

設立地対策等交付金のほか、７２、７３ページ

に移りまして、球磨川水系防災・減災ソフト対

策等補助金が主なものでございます。 

 次に、目８・災害復旧費県補助金は、林道施
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設の災害復旧費補助金でございます。 

 次の目９・商工費県補助金は、熊本県癒しの

森整備支援事業補助金がございます。 

 次に、項３・委託金、目１・総務費委託金で

は、鳥獣の捕獲の許可に関する事務のほか１８

の事務が権限移譲事務市町村交付金としてござ

います。７３から７５ページの備考欄にあると

おりでございます。また、７５ページの下段に

記載しております県民税徴収事務委託金は、本

市が県民税を市民税と一括して徴収し、それを

県に納入しておりますので、その事務に対し県

から交付されるものでございます。ほかに県議

会議員選挙委託金や、７７ページに移りまし

て、県知事選挙委託金、また国勢調査委託金な

どがございます。 

 次に、７８、７９ページをお願いします。 

 款１６・財産収入でございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付

収入は、市有地を個人、法人へ有償で貸し付け

る土地建物貸付収入、目２・利子及び配当金

は、財政調整基金利子を初めとする各基金の利

子などでございます。 

 項２・財産売払収入、目１・不動産売払収入

では、八千把地区土地区画整理事業保留地売払

収入２件分や、市有林の間伐により生じた立木

売払収入などがございます。 

 続きまして、款１７・寄附金でございます。 

 主なものは、ふるさと納税によるふるさと元

気づくり応援寄附金、８０、８１ページに移り

まして、日本中央競馬会事業所周辺環境整備寄

附金並びにやつしろ文化振興寄附金などでござ

います。 

 次に、款１８・繰入金でございます。 

 項１・基金繰入金では、８２、８３ページに

なりますが、目５・八千把地区土地区画整理事

業基金繰入金や目８・まちづくり交流基金繰入

金などのほか、平成２２年度に第二中学校校舎

改築事業などの建設資金として、市民から募り

ました２億円の市場公募債の５年満期を迎え、

ルールにより５年間減債基金に積み立てたもの

を取り崩した減債基金繰入金などがございま

す。 

 ８４、８５ページをお願いします。 

 次は、款１９・繰越金でございます。 

 平成２６年度決算の歳入総額と歳出総額の差

引額で、これが２７年度の歳入となったもので

ございます。 

 続きまして、款２０・諸収入でございます。

項１・延滞金加算金及び過料では、市税等が納

期限までに納入されない場合に、その遅延に対

する制裁金としての延滞金が主なものでござい

ます。 

 次に、項３・貸付金元利収入、目１・総務費

貸付金元利収入では、地域総合整備資金貸付金

元金収入がございます。これは、新たな雇用を

生むなど地域振興に資する事業を実施する民間

事業者に、経費の一部を市が地方債を借りて、

それを無利子で貸し付けるものでございます。

また、８５ページの中段、備考欄の住宅新築資

金等貸付金元利収入では、その収入未済額が１

億４７１０万３０００円となっております。 

 なお、次の目２・民生費貸付金元利収入の災

害援護資金貸付金元利収入におきましても、収

入未済額を抱えております。 

 次に、目３・農林水産業貸付金元利収入で

は、山村活性化支援対策事業貸付金返還金など

がございます。 

 次に、目４・商工費貸付金元利収入では、８

６、８７ページに移りますが、中小企業経営安

定特別融資預託金を初めとする各預託金の元金

収入でございます。 

 次の目５・教育費貸付金元利収入の奨学資金

貸付金元利収入におきましても、収入未済額を

抱えております。 

 次に、項４・雑入です。目５・雑入で主なも

のは、８７ページの下段の消防団員退職報償
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金、８９ページの上段の公営住宅共益費などの

ほか、節７の広告料収入があり、これは広報紙

やホームページ、また、窓口ディスプレイや庁

舎案内板などによるものでございます。また、

節８・雑入において、プレミアムつき商品券販

売収入のほか、日奈久温泉施設納付金、広域交

流地域振興施設納付金は、指定管理者制度を実

施している施設の中で納付金を納めていただい

ている２施設分の納付金でございます。また、

収入未済額が５２３５万４０００円あります

が、生活保護費返還金が主なものでございま

す。 

 次に、９０、９１ページをお願いします。 

 款２１・市債でございます。平成２８年度へ

の繰越事業に伴って、収入未済額が５億２０１

０万円ございます。 

 まず、項１・市債、目１・総務債で、主なも

のに、国の施策に基づく財源補塡債であります

臨時財政対策債でございますが、これは借入限

度額が国から示されるもので、その元利償還に

対して、後年度、地方交付税から１００％補塡

されるものでございます。以下につきまして

は、それぞれの事業費から国・県補助金など特

定財源があれば、それを差し引いた残りに、定

められた借り入れの割合を掛け合わせて算出

し、１０万円単位で借り入れを行っておりま

す。 

 なお、市債につきましては、歳出のそれぞれ

の事業で説明がありますので、ここでの説明を

省略させていただきますが、９７ページ上段の

備考欄で、借換債の郡築小学校体育館改修と下

段にあります借換債の第二中学校校舎改築と千

丁中学校校舎耐震改修の３つの借換債につきま

しては、先ほど、減債基金繰入金のところで説

明いたしました平成２２年度実施の市場公募債

に該当するもので、５年満期を迎え、ルールに

より借りかえを行ったものでございます。 

 以上、平成２７年度一般会計歳入歳出決算の

歳入についての説明といたします。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明のあり

ました議案第１１１号・平成２７年度八代市一

般会計歳入歳出決算の歳入関係について、一括

して質疑を行います。 

 なお、お願いですが、歳入で国・県支出金な

どの特定財源に係る事業内容についての質疑

は、歳出における質疑と重複することが考えら

れますので、事業内容に関する事項について

は、歳出審査の際に質疑をお願いしたいと思い

ますので、御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

○委員（矢本善彦君） その前にですね、毎年

決算委員会のときには部長の総括を聞いている

んですけど、ことしはないんかな。（｢歳出

で」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 歳出の冒頭に部長の

ほうからあります。 

○委員（矢本善彦君） わかりました。 

○委員長（松永純一君） 質疑はありません

か。 

○委員（島田一已君） 先ほど説明の中でです

ね、２５ページの収入未済額が今年度８.６％

減ということでお話がありまして、プロジェク

トチームを組んでいるということなんですが、

どのような活動をされているんでしょうか、ち

ょっとお聞きをしたいと思います。 

○財務部次長（辻本士誠君） 昨年度の決算委

員会でも御指摘いただいておりまして、市全庁

的にですね、債権の回収強化が必要ではないか

ということでございまして、それぞれ債権の所

管課というのはばらばらでございますので、な

かなか統一して取り組むというのができなかっ

た状況でございますが、昨年２７年度後半あた

りで、収納対策等本部会議というのがございま

す。そちらのほうでですね、その収納対策、債

権の回収の一元化とかですね、債権管理条例の
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制定とかですね、そういうことにつきましての

検討を始めたところでございまして、今年度、

各関係課におきましてプロジェクトチームを立

ち上げまして、まずはそちらのほうでですね、

税関係が行っております差し押さえ等ができる

強制徴収公債権というのがございます。そちら

を所管しているものを一括して徴収を来年度か

らですね、強化を図ろうということで現在進め

ております。 

 また、私債権でございますが、これは裁判所

あたりからの、直接市が差し押さえ等できない

もんですから、そちらを通して行う強制執行等

がございます。なかなかそれもできていなかっ

た状況でございますので、今後はそちらのほう

も強化していくと。 

 また、ある程度債権の放棄あたりもですね、

もうどうしても取れないというものにつきまし

ては、そういうことも調査しまして、検討して

進めていくと、そういうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） ありがとうございまし

た。はい、いいです、結構です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ２項目お尋ねさせてい

ただきたいと思います。 

 １つは、軽自動車税の不納欠損と収入未済額

についてと、それから市債、臨時財政対策債に

ついてです。 

 臨時財政対策債についてお答えになられる方

についてはですね、昨年度の審査意見書の市債

の部分を思い出していただいておくと、あとの

お答えがスムーズかと思いますので、先に見と

いてください。 

 それでは、まず１点目、軽自動車税の不納欠

損額についてなんですが、そもそもナンバーは

登録票ということで、そこの下にですね、課税

申告証明書というふうに書いてあるというふう

に思います。不納欠損を起こされるという方

は、税金を納めることができなかったというこ

とでしょうから、その後のですね、対応という

のはどのような対応をとられているんでしょう

か。まず、そちらからお願いします。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税課の機でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 資料につきましては、監査委員の意見書の１

５ページにございますけれど、こちらのほうに

市税の決算状況ございまして、軽自動車税の不

納欠損額は２７年度ゼロとなっております。 

 軽自動車につきましても、車検時に納税証明

が必要になってきますが、原付バイクとかそう

いう、あと農耕用の小型特殊自動車等も軽自動

車に含まれますので、そちらのほうの部分と

か、あと滞納される場合も２年に１回車検がご

ざいますけれど、その２年に１回まとめて払わ

れる方とか、実質廃車されているんですが、手

続が終わっていないというような方もございま

して、収入未済額というところでは上がってい

る状況でございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 決算書の２５ページの

資料によりますと、滞納繰越分が２６６万円あ

るということで、私その分をちょっとお尋ねし

たかったんですけど。結局、不納欠損で、滞納

繰越分で軽自動車税が２６６万４９８９円とあ

りますね。（発言する者あり）ざっと計算して

も１台８０００円ぐらいにしても３３０台分相

当あるので、結局税金を払わないということ

は、ナンバープレートの不交付ができるのか、

ナンバープレートを引き上げる、返還の命令と

か出せるのかというような手続ができるのかど

うかっていうことをですね、含めてちょっとお

尋ねしたいんですけど。 

○納税課長（機 智三郎君） 申しわけござい

ません。先ほどのは現年度分だけでございまし

た。滞納繰越分、確かに不納欠損２６６万５０
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００円でございます。 

 こちらの部分につきまして、実際課税してい

る市民税課のほうで、ナンバープレートの返納

とかいうような形のはされているのか、ちょっ

とわかりませんけど、実質、現状を調査して、

もう実際乗られていないというふうな車があれ

ば手続を行ってくださいというふうにお知らせ

はされているというふうには聞いているところ

ですが。（｢ほかに答えられる人……」と呼ぶ

者あり） 

○理事兼市民税課長（硴塚康浩君） 市民税課

の硴塚です。 

 軽自動車の場合は通常、八代市の方が八代市

で購入されてナンバープレートを持たれた場合

に、一番多いのは転出と言いまして、住所を変

わられる場合が多いです。で、そのまま納めら

れないケースがありまして、こちらから催促す

るんですけれども、滞納をもってナンバープレ

ートを強制的に取るというか、返却するという

ことは、一応職権ではですね、なかなかできま

せん。実際、例えば、解体したとか、後でです

ね、わかった場合とか、あるいは盗難に遭った

とかですね、警察からの届け出があったとかと

いうことで、職権でそのナンバープレートを消

滅させることはできますけど、通常の滞納行為

によってですね、ナンバープレートを返却させ

るとか、強制的なことはできませんので。一番

多いのは、市外に転出されて滞納されて、その

ままで残っているというのが一番多いかなとは

思います。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 職権では、そのナンバ

ーをですね、返納していただくことはできない

ということで、しかし、審査意見書のほうの数

字だとですね、２６６万４０００円は５３５件

の数字があるということで、これは過誤できな

いような数字じゃないかなというふうに思うん

ですね。額としては、そんな大きい額じゃない

かもしれませんけれども、税金払わずにナンバ

ープレートを持っているということ自体がです

ね、やはりほかの法律と照らし合わせてもどう

なのかなという分がありますので、そこら辺も

う少しですね、しっかり回収のほうをお願いし

たいというふうに思っています。 

 それから続けて、臨時財政対策債の説明が先

ほどございましたが、２１億４０００万円とい

うことで発行されているということですが、国

から示された発行可能額はそもそも幾らだった

んでしょうか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） お世話になりま

す。同額の２１億４０００万円でございます。 

○委員（堀 徹男君） 同額ということで、昨

年度のですね、審査意見書を思い出していただ

けたかなと思うんですけど、監査委員の意見に

はですね、臨時財政対策債について、それまで

なかったことが述べられています。 

 臨時財政対策債の抑制がですね、市債の現在

高の確実な減少と将来の財源ストックの双方を

果たすことからということで、本市の財政健全

化に寄与するものと考えるというようなです

ね、記述があります。それを踏まえてですね、

どのような取り組みを２７年度されたのかとい

うことについて、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

○財政課長（尾﨑行雄君） こちらの、要は臨

時財政対策債をですね、借りなくても交付税措

置があるから、２１億４０００万発行可能だと

しても、少なく借りれば、その分が余剰財源と

なるんじゃないかという御指摘だと思いますけ

ど、確かにそのような性質を持ち合わせている

んですけども、ほかにも起債をしておりまして

ですね、そちらのほうよりもこちらの臨時財政

対策債のほうが交付税措置がいいもんですか

ら、こちらの発行可能額は満額借りているとい

う状況でございます。よろしいでしょうか。 

○委員（堀 徹男君） 今の説明だとは思うん
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ですけど、今年度のですね、審査意見書にも同

様のことが書いてありまして、監査委員のその

審査意見をですね、どう捉えて反映していくの

かというのが次年度に向けてのですね、課題だ

と思うんです。おっしゃるように、確かに有利

な起債で、後年度負担で１００％ということで

あればですね、いいんでしょうけど、しかしな

がら、市債の残高の４割でしたっけ、先ほどの

説明、３８％でしたっけ、占めているというこ

とでですね、数字の上では大きなウエート占め

てるわけですから、これ審査意見に、しっかり

ですね、反映できたような内容で起債をしてい

ただければというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 市税についてお尋ねし

ますが、以前ですね、県と一緒に捜査中心の滞

納整理を２０年度と２１年度でやっておられま

すが、昨年の決算委員会では、県平均と比べる

と、収納率が非常に落ち込んでいるって報告が

あっております。滞納による対応策についてで

すね、お聞かせください。 

 また、不納欠損に至るまでの過程についても

お聞かせください。 

○納税課長（機 智三郎君） 最初の御質問な

んですが、平成２０年度、２１年度に県のほう

と併任徴収の手続を結びまして、合同で捜索等

を行っておりましたが、それ、平成２４年度以

降は差し押さえ等は行っていないような状況で

ございます。 

 あと、差し押さえの件数につきましては、２

７年度が７８５件、このうち債権に関するもの

が６９３件、不動産に関するものが９２件とい

うふうな形で推移しております。 

 今後につきましては、県との併任徴収は昨年

の１０月から再度結んでおりまして、県のほう

からは、ほかのところでも実施している捜索と

いうのを再度検討してみてはどうだろうかとい

うふうに言われているところでございますが、

現状、以前ちょっと問題が発生したところでご

ざいまして、今のところはまだ実施しておりま

せんが、近いうち、抑止効果というのは望めま

すところから、再開というのを検討する時期に

来ているのかなというふうには考えておりま

す。 

○委員長（松永純一君） もう一件、不納欠損

処分の経緯。（委員矢本善彦君「不納欠損に至

るまでの過程」と呼ぶ） 

○納税課長（機 智三郎君） 不納欠損につき

ましては、監査委員意見書の１５ページにもご

ざいますけれど、過去５年分の負債がございま

すが、毎年２億円から１億円の範囲で推移して

おります。 

 １７ページに、不納欠損処分状況というのが

ございますけれど、不納欠損となるのは滞納処

分の執行停止が３年経過したとき、徴収金を徴

収することができないことが明らかで、即時消

滅させたとき、また消滅時効の５年が経過した

ときの３つの場合でございますけれど、特に処

分財産なしで執行停止している割合が８割以上

を占めている状況でございますので、今後も一

定の不納欠損が発生するものとは想定している

と思います。 

 しかしながら、できるだけ早期の滞納処分を

心がけ、徴収率の向上を図ることによりまし

て、滞納繰り越しとなる額を抑えることで、ひ

いては不納欠損の削減にもつなげたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） ありがとうございまし

た。確かにですね、担当される徴収員さんたち

はですね、大変な御苦労があると思います。税

負担の公平性とですね、歳入の確保の観点から

も悪質な滞納者に対する対応策をですね、行っ

て、税徴収率の向上に引き続き努力していただ
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きますようにお願いしときます。ありがとうご

ざいました。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 今の関連ですけれど

も、確かにですね、昨年度の決算委員会での数

字を見ますと、平成２５年度の不納欠損額から

すると、もう半減してる状態ですね。で、一般

会計だけの不納欠損額からしてみても、２５年

度が１億８０００万かな、──からすると、５

９％程度ですね、下がってるんですね、今年度

２７年度の一般会計の不納欠損を見ると。これ

は随分努力された結果であろうと、先ほど監査

委員がおっしゃってましたけど、私も確かに評

価をしたいと思います。前年がですね、同じく

１億７００万といった程度ですので、これが一

般会計で今後推移していく数字になり得るのか

なと、不納欠損の額がですね。１億円程度で安

定していくのかなと。安定していくと、こうい

う言い方はおかしいんですけど、──というふ

うになるのかなというふうにちょっと思えるん

ですけれども、今後ですね、その額を少しでも

減らしていくための方策というのは、先ほど島

田委員のお答えにもあったとは思うんですが、

もう一度改めてですね、どのような方策を取ら

れるのかというのについてはちょっとお尋ねを

したいと思います。 

○納税課長（機 智三郎君） 先ほども申しま

したけれど、不納欠損額につきましては、ま

ず、現在現年度分を中心に、早期の滞納処分

と、繰り返しの催告によりまして、現年度分を

抑えていく。現年度分の徴収率を上げて、収入

未済額を減らしていくと。それによりまして、

新たに滞納繰越額となる分を抑えていくという

ふうな形で、今後も不納欠損額が大きくならな

いように努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 私も営業マンしてまし

てね、一番難しかったのは売り上げの額より売

り上げの回収だったんですよね。売り上げをど

れだけ上げても、回収ができないと会社は回っ

ていきませんので、とにかく経営者にはそのこ

とを厳しくいつも言われてました。回収あって

の事業経営、これも役所は少し違うとはおっし

ゃられるかもしれませんけどね。そういう回収

があって初めて成り立つ事業ということ、認識

を持ってですね、取り組んでいただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 今、滞納の話が出てま

すけど、私たち合併前に以前、小田原市に視察

に行ったことあるんですけども、そこではです

ね、市長がトップを切って、プロジェクトチー

ムをつくってですね、国税局のＯＢの方をです

ね、アドバイザーとして雇っておられました。

そういうふうにしてですね、今アドバイザーが

すごく、今八代市内もしておられますけど、そ

ういう形もひとつ取っていただければという要

望でございます。お願いしときます。 

○委員長（松永純一君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（橋本幸一君） 権限移譲の部分がかな

り記載されておりますが、平成２７年度の分の

権限移譲、大体どのくらい、どの部分がありま

すか。 

○委員長（松永純一君） 何ページですか。 

○委員（橋本幸一君） いや、平成２６年度

と、前年度に対しての、まだ新たな権限移譲と

いうのはあるんでしょうか。──じゃ、後で結

構です。 

 ただですね、以前、私、一般質問の中で権限

移譲の事務費ですね、ちょっと見てみれば、非

常に何千円とかという部分があるわけですが、
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この辺の取り決めというのはどのようになされ

てるのか。非常にしわ寄せがですね、地方自治

体に来てるような感じを受けないわけでもない

んですけど、実際、この事務費でこの権限の事

業が完全に行い得るものなのか、その辺につい

てちょっとお尋ねいたします。 

○委員長（松永純一君） 誰が答えられます

か。 

○財務部次長（辻本士誠君） 権限移譲につき

ましては、各それぞれですね、部署が違ってお

りまして、それぞれで……。（委員橋本幸一君

「１個１個せんとやっぱりだめですか」と呼

ぶ）個別でやっているんですけれども、基本的

には、事務費あたりにつきましてはですね、県

がやっておりました内容でこのぐらいの金額だ

ろうということで決められておりまして、そう

いう状況です。 

○委員（橋本幸一君） つまり、財政の中で取

り決めておろしていくというわけじゃないんで

すね。それぞれの担当部署の中で検討しながら

権限移譲を持ってくるという、そういう流れで

なっているんですか。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 恐らくその委託金

でですね、入るお金と実際かかる経費はどうな

のかというお尋ねだと思うんですけども、財政

のほうで取りまとめというか、査定をする中で

はですね、実務的にはちょっと経費を賄っては

いない状況が多く見受けられます。要は歳入の

ほうの委託金のほうが足りないという……。 

○委員（橋本幸一君） 実際足りないというこ

とですね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） そうです。足りな

いという状況があります。 

○委員（橋本幸一君） 私も、以前から、それ

については非常にうーんというような部分があ

ったんですが、やっぱりその辺について、もう

ちょっと市町村のほうから、やっぱり国・県と

もちゃんとした、やっぱりその辺発信していか

んといかんのじゃないかなと。そうお願いしま

す。これからは頑張ってください。結構です。 

○委員長（松永純一君） ほかに。 

○委員（橋本幸一君） それともう一つ。先ほ

どの滞納整理ですね。先ほど言われた２０、２

１年度だったですか。私も、あのときの状況を

よく覚えているんですが、やはりこれは滞納と

いうのは人がするわけですから、ちゃんとした

マニュアルどおりですね、そこをしながら、や

はり相手とのやっぱりコミュニケーションをし

っかり持ちながら入っていかんと。ただ、県と

国合同でやりますという、やっぱり前回につい

ての問題点というのは、そこに心が乖離してた

っていう、やっぱりそこが発端かなという思い

がありますから、今後やっぱりそういうことを

やられる場合にはですね、しっかりそれについ

ては人間的な道を踏みながらやっていかなけれ

ば、また前回と同じような問題を起こす可能性

が私はあると思いますので、その辺については

ぜひ注意していただきたいと思います。 

○委員長（松永純一君） 答えはいいですね。

（委員橋本幸一君「結構です」と呼ぶ） 

 ほかに質疑ありませんか。 

○委員（矢本善彦君） ２６ページの特別とん

譲与税、これは船のことだろうと思いますが、

これはクルーズ船も入っているんですかね。ク

ルーズ船が何隻で貨物船が何隻、１トン当たり

幾らかお尋ねいたします。 

○財政課長（尾﨑行雄君） クルーズ船は入っ

ておりません。（委員矢本善彦君「入ってな

い」と呼ぶ）貨物船が対象になっております。

（｢何隻」「トン当たりか」「トン当たり」と

呼ぶ者あり） 

 トン当たり２０円……。（委員矢本善彦君

「２０円」と呼ぶ）もしくは年間６０円という

基準になっております。とん税がですね。 

○委員長（松永純一君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） 昨年は何隻。（財政課
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長尾﨑行雄君「ちょっと……」と呼ぶ） 

○委員（矢本善彦君） そこまで調べとかんば

あからんもん。（財政課長尾﨑行雄君「済みま

せん」と呼ぶ）よか、後で聞きます。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） ７８、７９ページの教

育文化センター建設基金利子で１２０万ほど入

っとっとですが、監査の意見書には１２８ペー

ジに６億３１００万ですか、現在高の基金があ

っとですが、私どもが青年団のときにですね、

４０年ぐらい前にたしか旧市で中央公民館のち

ょっと絡めた形で教育文化センターを建てよう

という計画があったっですが、あの教育文化セ

ンターですか。 

○教育部次長（桑田謙治君） 教育部の桑田で

す。よろしくお願いします。 

 教育文化センター建設基金利子が６億３００

０万ぐらい残高あるということで、お尋ねのこ

の教育文化センターにつきましては、当時、博

物館、図書館、それと中央公民館という３点セ

ットで整備するということで、今おっしゃられ

た中央公民館というのが今１つ残っている状況

でございます。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） 今の教育委員会あたり

の指針というとですか、それにもまだ教育文化

センターを建てようというあれがあっとか。も

し何かなかつなら、これはどっかにやっとか、

そげんこつはでけんとだろうかて思うとです

が。 

○教育部次長（桑田謙治君） 教育文化センタ

ーの整備につきましては、具体的検討はいたし

ておりません。ただ、４月１日から９月議会で

可決していただきました、公民館をパトリア千

丁のほうに移管するということでございますの

で、そこの施設改修等も今後考えられますの

で、その際この基金を使うかどうかも含めて、

ぜひ検討をしていきたいというふうに考えてお

ります。具体的に昔の中央公民館を整備すると

いうことでは、今のところ、具体的な話はない

というところでございます。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） 有効に活用していって

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 決算書の８９ページの

生活保護費の返還金についてお尋ねしたいと思

いますけれども。 

 収入未済額が現年度、過年度分合わせて４６

００万ほどなっています。何か当初予算にもで

すね、最初からその返還金を予算に２５００万

ぐらいだと思うんですけど、返還されることを

当て込んだ予算をそもそも組んでいるのはいか

がですかと聞いた覚えがあるんですけど、返還

を生んでしまうような、そもそも状況に陥るっ

ていうこと自体がですね、どうなのかなと思う

んですね。一旦、支給した額を返還するという

のはなかなか難しいものでもあるだろうと思い

ますし、その対象者にとってはですね、簡単に

返せる額じゃないから、こんな金額を生むだろ

うと思うんですけど、抜本的な改善策というよ

うなものは考えとして持ち寄られてるのかな

と。その辺のちょっとお考えをですね、お聞か

せ願いたいと思うんですが。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小薮 正

君） 健康福祉部の小薮です。よろしくお願い

します。 

 保護費の返還金につきましては、もちろん不

正で収入を申告しなかったり、過少に申告した

りということで徴収する場合もございますが、

それ以外に例えば、年金の請求、──国民年金

とか、障害年金とかを請求しまして、来ること

が決定しているけれども、まだ期間が三、四カ
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月かかるとか、また交通事故に遭われまして示

談が成立しててお金が来ると。それは決まって

いるけれども、そういうふうな場合にまず生活

保護費をお支払いをして、その後、返還をして

いただくというようなことで、お約束をするよ

うな場合がございます。 

 そのような場合もございますが、もちろん返

還金とか、７８条でだましてお金を取られてい

るというようなことがないように、毎年、年に

１度は皆様受けていらっしゃる方には説明して

おりますし、保護を開始するときにもまず説明

しております。それとまた、訪問もあわせて、

そういうことがないようにということでお話を

したり、注意をしたりしてお願いはしておりま

す。そのような形で毎年毎年皆様のほうには、

そういう過少申告とか、未申告がないようにと

いうことで説明はしておるところでございま

す。よろしいでしょうか。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。年金等の立てかえというのと、それから不

正もあり得るですね、２つあると、大きく分け

てですね、あるということがわかりました。 

 昨年でしたっけ、大きな金額の不正受給があ

ったと思いますので、一旦ですね、支給してし

まうと、なかなか人間返すというときには、支

給された額をそのまま返せるというのはなかな

か難しいと思うんですよね。１件でもですね、

不正、──そもそも不正に対する支給がないよ

うな努力はですね、今後とも不断なく続けてい

ただきたいと思います。 

 はい、以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 以上で、議案第１１

１号・平成２７年度八代市一般会計歳入歳出決

算の歳入関係についての質疑を終わります。 

 小会します。 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３２分 本会） 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の審査に入ります。 

 それでは、第１款・議会費について説明を求

めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事務局の

東坂でございます。 

 第１款・議会費の平成２７年度決算状況を踏

まえまして、総括を述べさせていただきます。

それでは着座で説明いたします。 

 議会費における執行率は９８.８％でござい

まして、おおむね予算に沿った執行状況となっ

ております。 

 なお、決算額のうち、議員報酬及び手当、職

員給与、共済費負担金などの義務的経費が９

０.７％を占めておりまして、政策的経費は乏

しいものでございます。残りの９.３％の中

に、政務活動費が含まれておりますが、この政

務活動費につきましては、マスコミ等で取り上

げられている自治体もございます。なお、本市

におきましては、執行率８０.９％となってお

り、使い切りではなく精算も的確にやっていた

だいております。 

 これは議員の皆様方の御理解と御協力により

まして、経費の節減、並びに使途の透明性の確

保に努めている結果であると考えております。 

 これら以外の事務事業につきましては、議会

運営に必要とされる経常的なものと捉えており

ますが、全ての事務において経費の適正な配分

と節減に努めながら、計画しておりました事業

はほぼ実施することができたと思っておりま

す。 

 議会事務局といたしましては、二元代表制の

趣旨からも、多様な民意を市政に反映させる役

割、行政に対しての監視機能の充実強化、政策
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形成機能など、地域経営の代表者としての一翼

を担われる議員の皆様方が支障を来されること

がないよう、また市民の方々にも議会の状況を

御理解いただけるよう、より一層の情報提供に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上、議会費における総括とさせていただき

ます。 

 詳細につきましては、この後、嶋田次長が説

明いたしますので、御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）事務局次

長の嶋田でございます。よろしくお願いしま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、お手元の平成２７年度における主

要な施策の成果に関する調書及び土地開発基金

の運用状況に関する調書その１の１２ページを

お開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出決算の状況でございます。 

 第１款・議会費の平成２７年度予算総額は４

億３９６４万７０００円、これに対しまして支

出済額は４億３４２２万円、不用額５４２万７

０００円、執行率は９８.８％となっておりま

す。議会費の支出済額は、前年度比較で３３３

万円の減となっております。不用額の主なもの

は、費用弁償１７８万５０００円と政務活動費

交付金２１９万８０００円でございます。 

 それでは、歳出の決算について説明させてい

ただきます。１４ページをごらんください。 

 議会関係では、政務活動費交付事業のみを主

なる予算の執行状況調の中でお示しをしており

ます。 

 この事業の目的といたしまして、市政に関す

る調査研究のために各会派に交付している政務

活動費でございまして、議会事務局のスタンス

といたしましては、この交付から決算に至るま

での事務的な支援補助を行っているというとこ

ろでございます。 

 平成２７年度は、１２会派、延べ１６会派、

３２名の議員様に対しまして政務活動費交付金

の決算額は９３２万２０００円となり、執行率

は８０.９％となっております。本事業は、条

例に基づく事業であり、議会事務局としまして

は、交付に当たっての事務的支援は引き続き必

要であり、今後も現行どおり継続していかなけ

ればならないというふうに考えております。 

 なお、視察報告書の不備や政務活動費の不正

受給に端を発し、国民の地方議会に対する関心

が非常に高まりを見せております。 

 本市では、既に政務活動費の支出に伴う収支

報告書や領収書、復命書などの全てを市ホーム

ページで公開するなど積極的な情報公開を進め

てまいりました。 

 事務局といたしましては、今後さらに透明性

を高めるために取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 以上、議会事務局が担当いたします事務事業

１件の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いします。 

○委員長（松永純一君） ただいま説明があり

ました第１款・議会費について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 以上で、第１款・議

会費についての質疑を終わります。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午前１１時３９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３９分 本会） 

○委員長（松永純一君） 本会に戻します。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。よろしくお

願いします。 
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（午前１１時４０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（松永純一君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 第２款・総務費に入ります前に、午前中の一

般会計決算歳入関係の答弁に関して、発言訂正

の申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税課の機でご

ざいます。 

 午前中の矢本委員の御質問の中で、市で行っ

ている差し押さえの中で動産の差し押さえです

ね。それにつきましては、２３年度以降実施し

ていないというふうにお答えしましたが、正確

には２４年度以降実施していないでございます

ので、おわび申し上げまして、訂正させていた

だきます。申しわけございませんでした。 

○委員長（松永純一君） それでは、第２款・

総務費、第１０款・災害復旧費中、関係分、第

１１款・公債費、第１２款・諸支出金中、関係

分、及び第１３款・予備費について一括して説

明を求めます。 

○総務部長（水本和博君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、第２款の総務費の審査をいただく

に当たりまして、それぞれの部が所管しました

主な事業につきまして、その取り組みの状況や

今後の方向性などにつきまして、各部長より総

括をさせていただきます。平成２７年度の組織

再編及び本年４月にも一部組織の見直しが行わ

れておりますけども、あくまでも現時点での部

としての所管事業分を説明をさせていただきま

すので、御了承いただきたいと思います。それ

では、着座にて説明させていただきます。 

 それでは、まず総務部の文書・統計部門でご

ざいますけども、この部門の業務は余り表に出

ない業務ではございますけども、行政運営を進

める上では重要な業務の一つでございます。 

 ２７年度の文書法規業務としましては、情報

公開制度による公文書の公開請求や個人情報保

護制度による開示請求件数が、前年までに比べ

大幅に増加いたしておりますけども、この審査

会の開催ほか、請求に対します一連の処理業務

におきまして、正確かつスピーディーな対応に

努めたところでございます。 

 また、平成２８年度よりスタートした新たな

行政不服審査制度のための組織づくり及び条件

整備のための事前準備作業に取り組んだところ

でございます。 

 次に、統計業務としましては、平成２７年度

が国勢調査の調査年でございまして、他の基幹

調査とともに、その準備作業から実施に至るま

で大きな労力を持って取り組んだところでござ

いました。特に国勢調査では、今回初めてイン

ターネットによる回答方式が調査方法の一つと

して取り入れられましたことから、調査員とも

ども業務遂行上ふなれな点が多く、苦労をいた

したところでございますが、無事に終了をして

おります。ただし、実務の上では、慢性的な調

査員不足が引き続き大きな課題となっておりま

す。 

 次に、広報・広聴部門でございますが、行政

情報を市民に伝える手段の一つとして、広報や

つしろの編集発行があり、多様な情報発信、見

やすい紙面づくりを心がけて取り組みました。 

 また、市のホームページでは、市民のみなら

ず、市外、県外に対する八代市の情報の窓口と

して、ホームページの全面改修作業に取り組み

ました。現在、リニューアルしたホームページ

を提供しておりまして、熊本地震の際にも、災

害対応モードへの対応も可能になるなど、幅広

くスピード感を持って市民への情報提供を行っ

たところでございます。 

 一方、広聴事業では、市長への手紙への投稿
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によりまして、数多くの市民からの声をお聞き

することができました。また、平成２７年度

は、本市初となる中学生議会を開催したところ

でございます。今後も、若い世代から市政に対

する声を聞く意味からも、また子供たちに市政

への関心を持っていただくという教育的な見地

も含め、３年に１度の開催を目指したいと考え

ております。 

 次に、国際交流の部門では、本市の友好都市

であります中国北海市との相互訪問事業に引き

続き取り組んでおります。 

 平成２７年度は、交流協定に基づきまして、

文化及び教育関係の訪問団受け入れと派遣を行

っております。受け入れでは、北海市教育交流

代表団６名が、八代市の教育関係者との意見交

換会や学校施設の訪問、さらに新市誕生１０周

年記念式典にも出席をいただいております。 

 また、派遣事業としましては、市内の高校生

１０名を含む八代市青少年文化交流派遣団を結

成し、北海市の高校生との茶道、書道などにお

ける文化交流を実施いたしました。将来の八代

を担う青少年の国際感覚を磨く事業としまし

て、大きな成果を上げているところです。 

 さらに本年度でございますが、友好都市締結

２０周年の節目の年となりますので、記念事業

として、市民使節団の派遣などの相互交流を予

定しておるところです。また、将来的な交流事

業のあり方につきましては、これまでの取り組

みの成果を検証し、北海市とも意思の疎通を図

りながら、協議、検討を行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、人事部門でございますが、合併以来、

行財政改革の一環として職員数の適正化に取り

組んでまいりました。この部門では、職員の人

材育成が重要でありますことから、新たな人事

評価制度の導入を行い、評価結果をその後の人

材育成により活用できるよう取り組んだところ

でございます。 

 また、男女共同参画の理念に基づいて、女性

職員の活躍推進に向けた人材育成や働きやすい

職場環境づくりのために、八代市女性職員活躍

推進特定事業主行動計画を策定し、現在その推

進を図っておるところでございます。 

 行政事務の執行におきましては、今後、民間

委託の推進や非常勤職員の活用などにより、さ

らに事務の効率化を進める必要がございます

が、単に事業を実施するだけの組織から、より

実践的な政策立案が求められております。人事

管理におきましても、専門的な分野への十分な

対応が図られるような職員配置などに留意し、

中長期的な視点に立った定員管理の適正化を進

めてまいりたいと考えております。 

 以上、申し上げましたように、総務費の中で

総務部が所管します事業は、比較的行政内部の

事務が主体でございますが、平成２７年度に取

り組んだ事業や業務を、本年度以降に発展的に

どうつなげられるかが重要なポイントであると

思っております。 

 合併１０年を経まして、過去の取り組みを踏

まえながら、総務部が所管します分野におきま

して、新たな１０年に向けたさまざまな改善を

重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、総務部の決算総括とさせていただきま

す。 

 以上、総務部のほうを終わります。 

 引き続き、企画振興部のほうから総括を申し

上げます。 

○企画振興部長（福永知規君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 では、総務部に引き続きまして、企画進行部

の総括を簡潔に述べさせていただきます。着座

にて述べさせていただきます。 

 企画振興部は、本庁に企画政策課と情報政策

課の２課、それに出先機関として５つの支所を

擁する組織で、総合計画による全体管理、重要

課題に関する全庁的政策調整及び国・県・他自
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治体との連携並びに地域振興など、幅広く担当

いたしております。 

 平成２７年度は全市的な事業である行財政改

革につきまして、行政運営力を高め、ＰＤＣＡ

サイクルの定着を図り、市民の力も活用して効

率的効果的な事業運営と市民サービスの向上に

向け、八代市行財政改革大綱に基づき、計画的

に事業が実行されるよう進捗管理を行い、あわ

せて行政評価システムの定着に取り組んでおり

ます。 

 行政評価としての事務事業評価については、

平成２５年度から全事務事業を対象とし、市民

の視点に経ち、成果重視の自治体運営を進め、

その成果を経営戦略に反映させて、予算の編成

やこの決算審査にも活用し、平成２７年度も改

善を加えながら継続して取り組んでおります。 

 そのうち、外部評価につきましては、平成２

７年度は、市民の視点で事務事業を再検証する

べく、平成２６年度における第三者委員会形式

から市民意見募集形式へ方法を改善し、市民か

ら広く意見をいただけるようにいたしており、

いただきました御意見をもとに、行財政改革推

進本部での最終評価を行ったところです。 

 この行政評価への全庁挙げての取り組み及び

市民参加は、職員の意識改革、ひいては効果

的、効率的な行政運営につながるものであり、

今後もＰＤＣＡサイクルによる絶えざる見直し

を行いながら、さらに多くの御意見をいただ

き、事務の改善を進めるよう取り組みを続けて

まいります。 

 次に、本市にとりまして重要な課題である人

口減少、少子高齢化に取り組む中で、国におい

ても全国的な人口減少対策として取り組んでい

る地方創生に沿って、結婚の機会である出会い

の場の創出や定住の促進に取り組んでおりま

す。平成２７年度は、市主体の婚活事業のほ

か、各種団体などの民間のアイデアや活力を生

かした補助による婚活事業にも取り組みを行っ

ております。 

 また、生活圏を広げる新幹線の活用による定

住策にも取り組み、着実な成果を上げていると

ころです。それら具体事業に先行的に取り組む

中で、市の総合戦略づくりも並行して行い、４

つの基本目標のもと、体系的に国の財政支援を

受け、平成３１年度までの効果的な施策展開の

ための基礎固めを行ったところです。 

 新幹線など高速鉄道が整備される利便性が高

まる一方で、特に自家用車以外の移動手段を持

たない住民にとって、身近な公共交通機関を守

る必要が生じており、市としても住民が安心し

て暮らし続けるために必要な支援を行い、同時

に健全な経営や観光振興などにつながるさまざ

まな利用促進策を講じております。 

 今後も、県、関係自治体、事業者と持続的な

運営について知恵を出し合い、努力を重ねてい

く必要があると感じております。 

 携帯電話が果たす役割は、日々の暮らしの利

便ばかりでなく、地震などの緊急事態での安全

確認などにおいても、その重要性が再認識され

たところと思います。市域のお住まいのあるほ

とんどの地域は、携帯電話通信のできるエリア

内に入る現状ではありますが、さらなるエリア

拡大の可能性については、事業者との協議や技

術革新への調査などに留意する必要があると考

えております。 

 また、基幹システムと行政事務の通信の安定

的運営を通して、行政情報の迅速で効率的な運

営管理と日々の技術の更新に努めております。 

 最後に、支所においては、地域における行政

の窓口として、日ごろから最も住民や住民団体

に近いところで安心できるサービス提供を行

い、課題に対応した地域づくりにともに取り組

んだところです。また、その日ごろの住民との

連絡体制や関係団体との連携を基礎とした災害

時の住民避難の司令塔としての信頼醸成にも努

めたところです。 
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 地震の経験をし、今後、しばらくは余震の続

くことが予想される中で、市民の安全を守り、

また、八代港に大型クルーズ船の来航する外部

環境の変化などを捉え、多くの皆さんからの御

意見を反映させていただきながら、やすらぎと

活力に満ちた魅力かがやく元気都市やつしろを

築いていくために、柔軟さを持って、しかも時

機を逸しないよう、試行錯誤しながら部員一同

励んでおりますので、よろしく御審査いただき

ますようお願いいたします。 

○財務部長（岩本博文君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部、岩本

でございます。 

 財務部の決算につきまして、座って説明をさ

せていただきます。 

 財務部は、財政課及び契約検査課並びに市民

税、資産税、納税の税３課のほか、２７年度か

ら新庁舎建設課を所管しております。 

 事務内容としましては、経常的な内部事務が

主であり、中でも財政課が予算編成全般の事業

を担っておりますことから、さきの９月定例会

最終日におきまして決算の概要を説明させてい

ただいたところでございます。本日の説明も一

部重複いたしますが、決算を終えてのポイント

などを簡潔に申し述べさせていただきます。 

 平成２７年度決算では、実質的な財政収支で

ある実質収支では約１４億４０００万円の黒字

でございます。この実質収支から前年度の実質

収支を差し引いた単年度収支では、約１億５０

００万円の赤字となりましたが、貯金に当たり

ます基金に８億円――庁舎建設基金に５億円、

市有施設整備基金に３億円でございます。その

８億円の積み立てを行なっておりますので、こ

の単年度収支の赤字をもって、直ちに財政運営

上深刻な問題とすることには及ばないと考えて

おります。 

 また、借金である市債残高は、国の施策によ

る財源補塡債である臨時財政対策債が増加する

とともに、学校耐震化や環境センター建設など

の事業債が増加したことから、前年度より増加

いたしております。 

 次に、財政健全化の指標である実質公債費比

率は１１.９％となり、前年度より１.３ポイン

ト改善されたところでございます。 

 しかし、この比率は県内のほかの自治体と比

較すると、依然として高い水準にありますの

で、市債につきましては、今後、環境センター

や市庁舎の建設など投資的経費の増大も予測さ

れ、多額の発行が想定されますことから、基金

の活用などにより市債の発行を抑制したり、有

利な市債を活用するなど、指標を意識した財政

運営が求められるところでございます。 

 次に、今後の財源確保の方策の一つとして、

近年、多くの自治体が力を入れておりますふる

さと納税に着目し、昨年８月から、ポータルサ

イトの活用やお礼の品の充実を図り、八代市の

魅力発信を行いながら、自主財源の確保に努め

ています。その結果、２７年度は前年度の約５

００万円から約３８００万円増の４３００万円

となっており、引き続き本市の地場産業の振興

となるようなお礼品の充実を行うなど積極的に

取り組んでまいりたいと思います。 

 また、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化

など、本市の公共施設等の管理に関する基本的

な考えを示す八代市公共施設等総合管理計画を

２７年度から２カ年かけて策定を行い、財政負

担の軽減、平準化を行うとともに、公共施設等

の最適な配置の実現を図り、将来にわたって実

現可能となる財政運営につなげてまいりたいと

考えております。 

 次に、自主財源である市税関係について申し

上げます。 

 市税の決算額は、主には法人市民税や市たば

こ税の減少が見られますが、固定資産税率を

１.５％から１.６％に戻したことなどで、前年

度より約６億円増加しており、市税の収納率も
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前年度を上回り、９３.４％から９４.２％へ

０.８ポイント上昇しております。 

 市税全体の収納率は年々上昇しており、現年

度分は昨年度より０.２ポイントの増でありま

したが、滞納繰越分については７.４ポイント

の増で、前年度より大きく上回っております。

その要因としましては、滞納者に対する預貯金

差し押さえなどによる早期の滞納処分や滞納者

への早期対応に努めた結果だと思っておりま

す。 

 平成２８年度は、昨年の決算委員会で御提言

いただきました債権管理一元化に向けた検討を

行っており、引き続き滞納繰越分も含め収納率

の向上を目指し、滞納整理の早期着手と処分の

強化に取り組んでいるところでございます。 

 次に、契約事務関係につきましては、前年度

に引き続き、より透明性、公平性、競争性の高

い入札、契約制度を追求するとともに、市内業

者の受注機会の確保に留意して、入札及び契約

事務の適正な事務に努めております。 

 最後に、新庁舎建設について申し上げます。 

 新庁舎建設につきましては、事業の促進を図

るために、平成２７年度に財政課内の準備室か

ら建設課となり、平成３２年度完成を目指し、

事業の推進を図ることとしました。２７年度

は、基本構想策定に向け、市民団体の代表者や

学識者によります市民検討委員会を立ち上げ、

新庁舎建設の基本方針や理念などの検討を行っ

てまいりましたが、年度内に完了できず、こと

し８月に基本構想を策定したところでございま

す。 

 今後は、基本設計、実施設計に着手し、平成

３２年度中の竣工を目指しているところでござ

います。 

 以上、財務部の総括説明とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 改めまして、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

市民環境部の堀でございます。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、第２款・総務費のうち、市民環境

部が所管しております主な事務事業につきまし

て総括をさせていただきます。座らせていただ

きまして、説明を続けさせていただきます。 

 まず、消費者行政の取り組みにつきまして

は、平成２１年度に開設をいたしました八代市

消費生活センターを中心としまして、相談体制

の充実を図っているところでございます。 

 特に最近、複雑化、巧妙化している相談事案

への対応としましては、相談窓口と庁内の担当

部署、関係機関との連携が必要不可欠でありま

して、さらなる連携強化に努めているところで

ございます。また、消費者被害を未然に防止す

るためには、出前講座等の啓発と地域における

市民相互の見守りを一層強化推進する必要があ

ろうかと考えているところでございます。 

 次に、市政協力員関係事業でございますが、

決算額から見ますと、大きなウエートを占めて

おります。言うまでもなく、市政協力員は非常

勤の特別職として、市民の福祉の増進を図るた

め、市民への通達事項の連絡をお願いするとと

もに、各種証明の発行や市広報の配布などもお

願いをしております。 

 このように、市政の円滑な運営を図るという

市政協力員制度は、本市行政運営上、非常に重

要な組織体制でございまして、今後も行政とし

ていろいろと相談をしたり、お願いをしていか

なければならない大事な組織でございまして、

住民と行政との大事なパイプ役を担っていただ

いており、さきの熊本地震の際にも、市民への

周知事項や避難所対応などにつきまして、多大

な御尽力と御協力をいただいていたところでご

ざいます。 

 次に、協働によるまちづくりへの取り組み、

いわゆる住民自治推進事業につきましては、市

民環境部にとりましても重要な課題の一つでご
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ざいます。平成２３年度から新たな住民自治組

織、――地域協議会の設置が進められ、その結

果、当初計画より１年前倒しで、２６年４月末

には市内全地域に２１の地域協議会が立ち上が

ったところでございます。 

 平成２７年３月に、住民自治によるまちづく

り行動計画（後期）を策定し、平成２７年度か

ら３１年度までの５カ年間の施策をまとめたと

ころでございます。この計画は、前期計画で見

えてきました課題解決や地域協議会が自立でき

ますような環境を整えるとともに、地域住民が

主体となった取り組みを支えるための行政支援

等を掲げ、協働によるまちづくりを推進してい

くこととしており、今後も引き続き、地域協議

会を支援してまいりたいと考えております。 

 また、協働の推進に関する条例研究事業につ

きましては、２７年８月に八代市協働の推進に

関する条例研究会を設置しまして、１６名の委

員で６回にわたり会議を開き、協働によるまち

づくりに関し必要なルールづくりや市民参加の

方法などについて検討をしていただき、市民の

まちづくりへの参画に力点を置きました市民参

加型条例を望むなどを盛り込まれました提言書

を３月に市長へ提出をされました。 

 次に、交通防犯対策でございますが、この中

には防犯活動推進事業や交通安全運動事業のほ

か、市営駐車場の管理運営などの事業がござい

ます。 

 特に交通安全運動事業では、高齢者交通安全

の集いや交通安全啓発グッズの配布など啓発活

動を行っております。そのような中ではござい

ますが、平成２６年度は高齢者の死亡事故件数

が増加しておりましたが、各種啓発活動などに

より、２７年度は減となりましたので、今後も

警察や民間の交通安全協力団体等、関係機関と

連携を図るなどして、特に高齢者や子供などを

含めた交通安全意識の高揚や啓発を行っていき

たいと考えております。 

 次に、人権教育、人権啓発の推進につきまし

ては、千丁支所庁舎内に設置しております人権

啓発センターを中心に実施を図っているところ

でございます。 

 人権セミナーやつしろ、人権おもいやりミニ

講座、地域講演会、人権作品展など、市民への

啓発活動を実施しております。 

 女性に関するセクハラやＤＶなどの問題、子

供のいじめ問題、高齢者の虐待、障害者や外国

人に対する偏見など、現在もさまざまな人権問

題や差別的事案が社会問題となっております。

このような人権問題や差別を解消するため、人

権教育、人権啓発を推進し、あらゆる差別のな

い、市民一人一人の人権が尊重されるまちづく

りを目指すために、各種の人権研修会につい

て、より多くの市民の皆様に御参加いただけま

すよう、実施方法のさらなる工夫や取り組みが

必要であると考えております。 

 なお、氷川町を含めた啓発組織であります八

代地域人権教育のための推進会議に設置されて

おりました八代地域人権オンブズパーソン制度

につきましては、平成２８年２月５日をもって

廃止され、八代市と氷川町へ相談業務の機能強

化案について策定するよう提案がなされたとこ

ろでございます。これを受けて、現在、本市に

おいて、その検討を進めている状況でございま

す。 

 次に、男女共同参画推進事業につきまして

は、社会環境の変化により女性の社会参加が促

進されているところではございますが、まだま

だ男女による固定的役割分担の意識が残ってい

る感がございます。今後もあらゆる分野への男

女共同の参画が促進されますよう、関係団体等

を含め、市民への啓発活動などに積極的に取り

組んでまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 続いて、青少年健全育成事業につきまして

は、街頭指導を初め、ヤングテレホンやつしろ
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などの相談業務、さらには育成業務などを展開

しているところでございますが、今後、街頭指

導等については住民自治との関連性を踏まえ、

地域との協働による取り組みにつなげてまいり

たいとも考えております。 

 次に、個人番号制度、いわゆるマイナンバー

制度における導入事業につきましては、まず、

平成２７年１０月から住民票を有する全ての市

民の皆様へ、１２桁のマイナンバーを記載しま

した個人番号通知カードを郵送いたしました。

また、平成２８年１月からは希望者に対しまし

て、随時マイナンバーカードの交付を開始いた

しております。 

 特に本市におきましては、窓口の混雑の緩和

や待ち時間の短縮を図るため、特設受取所の開

設や電話予約制を導入するとともに、木曜日の

窓口時間延長や休日開庁を実施いたしまして、

市民の皆様がカードを受領しやすい環境づくり

に努めてきたところでございます。 

 次に、コンビニ交付事業でございますが、平

成２８年１月のマイナンバー制度の開始に伴い

まして、マイナンバーカードを使用してコンビ

ニエンスストアでも証明書の交付ができる、い

わゆる証明書のコンビニ交付サービス事業が可

能となりました。 

 本市におきましても、平成２８年６月からの

住民票の写しや印鑑登録証明書、所得証明書の

コンビニ交付サービスを実施するため、平成２

７年度ではその準備作業を行ったところでござ

います。サービス開始により、市民の皆様は市

内の系列コンビ二店舗約４０店舗を初め、市外

のコンビニにおきましても、窓口の開庁時間を

気にすることなく、証明書を取得できるように

なりますので、さらに市民の利便性が高まって

いるものと考えております。 

 次に、総合窓口事業でございますが、総合窓

口化の第１段としまして、市民課の窓口におき

まして住民票の写しや戸籍関係の証明書などに

加え、新たに所得証明書や資産証明書などの税

証明書の交付するサービスを平成２７年８月か

らスタートをさせました。 

 さらに安心してスムーズに手続をしていただ

くために、窓口にフロア案内係員を配置し、届

け出や申請用紙の記入の補助、支援を行うこと

とし、利用者を窓口まで誘導するサービスも開

始したところでございます。 

 今後も、利用者の利便性の向上を初め、市民

が気軽に問い合わせできる雰囲気と親しみやす

い窓口づくりを目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上が市民環境部が所管いたします総務費関

連の主な事務事業でございますが、いずれも、

市民生活に直接的に関係する分野であることか

ら、日ごろから、市民の皆様のニーズが今どこ

にあるのか、市民の皆様が何を求めておられる

のか、市民の皆様の声をしっかりと聞き、的確

に把握するとともに、新たな行政のスタイルと

しての市民と行政の協働をこれからも進めてま

いりたいと考えております。 

 重ねて、議会を初め、市民の皆様及び関係団

体の御理解、御協力をいただきながら、市民環

境部の各種事業を推進してまいります。 

 以上、総務費における市民環境部の総括とさ

せていただきます。どうかよろしく御審議いた

だきますよう、お願い申し上げます。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、平成

２７年度一般会計決算の歳出分につきまして、

御説明をいたします。なお、途中、企画振興部

の増住次長と説明箇所を分担しておりますの

で、御了承願います。 

 それでは、座らせていただきまして説明をい

たします。 

 歳出のうち、総務費、災害復旧費、公債費、

諸支出金及び予備費の関係分につきまして、平

成２７年度における主要な施策の成果に関する

調書その１及び一般会計歳入歳出決算書を用い
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まして説明いたします。 

 それでは、主要施策の調書その１の１２ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款２

・総務費の支出済額は、上の表（イ）目的別の

表で、中央の支出済額（Ｂ）の列の２段目、５

４億９５１３万８０００円で、その右のほうで

すが、執行率は９７.１％、歳出総額に対する

構成比は９.１％でございまして、前年度と比

較して、３億８９１４万円、７.６％の増とな

っております。その主な要因は、退職者数が前

年度より増加したことに伴う退職手当の増と、

市庁舎建設基金が前年度より２億円増加したこ

となどによるものでございます。 

 次に、同じ表の下のほうですが、款１０・災

害復旧費の支出済額は４億６４４８万円で、執

行率８４.１％でございまして、歳出総額に対

する構成比は０.８％、前年度と比較して、４

億６５２万円、７０１.４％の増となっており

ます。 

 その下の款１１・公債費の支出済額は６６億

５６３７万５０００円で、執行率９９.４％で

ございまして、歳出総額に対する構成比は１１

％、前年度と比較して、１億３４０５万円、２

％の減となっております。 

 その下の款１２・諸支出金の支出済額は３億

５９８５万円で、執行率９８.３％でございま

して、歳出総額に対する構成比は０.６％、前

年度と比較して、３億３０２１万７０００円、

１１１４.４％の大幅な増となっております。

その主な要因は、市有施設整備基金への３億円

の元金積み立てを行ったことと、ふるさと八代

元気づくり応援基金への積み立てが大幅に増加

したことによるものでございます。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを順次説明いたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 款２・総務費の主な事業について説明いたし

ます。説明の内容は、まず表中の左上にある事

務事業名を申し上げます。そして、事業の内

容、決算額、特定財源及び今後の方向性の順で

説明を行います。 

 では、説明に入ります。１４ページ下段の消

費者被害救済事業でございますが、消費生活相

談員２人体制にて消費生活センターを常時開設

しており、平成２７年度における新規の相談が

９２１件、継続相談と合わせまして１２５５件

の相談を受けております。また、高齢者の被害

救済を目的とした身近な相談員育成セミナーを

２回開催しており、合わせて９２人の参加を得

ております。 

 決算額は６２７万８０００円で、消費生活相

談員の報酬、共済費で５０８万３０００円が主

なものでございます。なお、特定財源としまし

て、県支出金３００万５０００円がございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、国・県と連携し、相談員のス

キル向上を図りながら、消費生活センターの機

能をさらに充実するとともに、地域における市

民相互の見守り強化が必要であると考えており

ます。 

 次に、１６ページの上段の安全衛生・職員の

健康管理事業でございますが、職員の安全衛生

及び健康の確保を目的とし、研修会や健康診断

を行っております。 

 決算額は６６４万９０００円で、定期健康診

断及びがん検診等にかかる６２０万９０００円

が主なものでございます。不用額の２６３万３

０００円は、定期健診診断料の単価が下がった

ことがん検診等の受診希望者が見込みよりも少

なかったことなどが主な要因でございます。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、１７ページの上段の職員研修事業でご

ざいますが、階層別研修や各種専門研修施設へ
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の派遣研修などを行っております。 

 決算額は１０４８万８０００円で、ハラスメ

ント研修などの特別研修に３４６万３０００

円、市町村職員中央研修所や全国建設研修セン

ターなどの実務派遣研修の５８１万４０００円

が主なものでございます。なお、特定財源とし

まして、市町村振興協会研修助成金がございま

す。不用額の４２０万３０００円は、研修の一

部を外部委託ではなく、研修負担金の発生しな

い市町村職員研修協議会の研修利用に切りかえ

たことや内部講師を活用したことなどにより、

支出の効率化に努めたことが主な要因でござい

ます。 

 今後の方向性は、現行どおりといたしており

ます。 

 次に、下段のふるさと納税事業ですが、生ま

れ育ったふるさとを応援したいという方が、ふ

るさとの自治体に寄附をした場合、寄附金額に

応じて一定額が個人住民税、所得税から控除さ

れる制度で、近年、多くの自治体が力を入れて

おり、本市においても、平成２７年８月からポ

ータルサイトを活用し、八代市の魅力発信を行

いながら、自主財源確保に向け、事業を拡充し

ております。 

 決算額は１８３９万４０００円であり、主な

ものは返礼品などふるさと納税の謝礼として、

１２２６万２０００円、クレジット申込に係る

決済手数料として３８万５０００円、寄附の申

し込み受け付けから特産品等の発注、配送管理

までを行うふるさと納税業務委託として５２４

万８０００円、ふるさと納税ポータルサイトの

特別ページを設定するふるさと納税広告掲載等

ＰＲ業務委託として４６万円などでございま

す。また、特定財源は、まちづくり交流基金繰

入金３６０万円でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善としており、返礼品のさらなる充実によ

り地域の活性化を目指すほか、クラウドファン

ディングの活用などにも取り組み、八代市への

応援者に対する寄附金充当事業の明確化にも努

めていきたいと考えております。 

 次に、１８ページ上段の北海市交流事業（派

遣）でございますが、決算額は１１６万５００

０円でございます。市内の高校生１０人を含む

八代市青少年文化交流派遣団１５名を昨年１２

月に５泊６日の日程で派遣し、北海市の高校生

と着物の披露や茶道、書道による交流などを行

いました。 

 今後の方向性は現行どおりといたしておりま

す。 

 次に、下段の北海市交流事業（受入）でござ

いますが、決算額は４５万２０００円でござい

ます。北海市の教育関係者による北海市教育交

流代表団６名を受け入れ、新市誕生１０周年記

念式典への出席や、本市教育関係者との意見交

換会、教育施設見学などを行いました。本市滞

在中の食費及びホテルの借上料が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性は現行どおりといたしておりま

す。 

 次に、１９ページ上段の新市誕生１０周年記

念式典事業でございますが、決算額は８１万７

０００円でございます。市制施行記念日である

８月１日に新市誕生１０周年記念式典を開催

し、市民栄誉賞など市政功労者の表彰、小学生

を対象に募集した作文、習字、図画の入選作品

の表彰などを行いました。単年度事業でござい

ますので、今後の方向性は不要といたしており

ます。 

 次に、２０ページ上段の市民活動支援事業で

すが、市民活動団体の活動情報の発信と提案型

協働事業として、がまだしもん応援事業を行っ

ております。 

 決算額は２４４万６０００円で、主にがまだ

しもん応援事業補助金でございます。提案いた

だいた、語れる畳屋さん倍増プロジェクトや地
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域防災活動者養成事業など、市民活動団体と行

政が協働して取り組むことで、地域の活性化に

つながる市民提案型協働事業として実施してお

ります。また、昨年度からは地域後継者育成セ

ミナーを行政提案型協働事業として実施してお

ります。 

 今後の方向性としましては、市による市民等

との協働とし、市民活動団体のニーズに合わせ

たきめ細かい支援を行うとともに、がまだしも

ん応援事業の実績や課題を踏まえ、新たな市民

活動の支援策の検討を行っていくこととしてお

ります。 

 下段の市政協力員関係事業ですが、各地区に

市政協力員を配置し、市民の福祉の増進を図る

ため、市民への通達事項の連絡をお願いすると

ともに、各種証明の発行や市広報紙の配布など

もお願いしております。 

 決算額は１億１９５４万７０００円でござい

まして、市政協力員への報酬１億１１６６万３

０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善とし、受け持ち地区の見直しや市政協力

員業務の見直しを検討することとしておりま

す。 

 次に、２１ページ下段の広報広聴活動事業

で、決算額３２５７万９０００円でございま

す。年１２回の発行の広報やつしろの印刷製本

費２９８９万４０００円が主なもので、特定財

源として、広報紙やホームページへの広告料収

入がございます。 

 今後の方向性は、編集業務の民間委託を検討

いたしておりますので、要改善といたしており

ます。 

 ここで、企画振興部の増住次長と説明者を交

代いたします。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 企画振興部

の増住でございます。それでは、座わりまして

引き続き説明をさせていただきます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 上段の市庁舎施設整備事業（千丁支所）でご

ざいますが、２７年度においては、２６年度か

ら故障しておりました空調設備の改修工事及び

光回線を利用したＩＰ電話の導入工事を行って

います。 

 決算額２７０２万１０００円は、空調設備の

改修工事費２６４６万円、ひかり電話導入工事

費５６万１０００円です。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしています。 

 次に、下段の市庁舎施設整備事業（鏡・東陽

支所）でございますが、２７年度においては、

鏡支所では、外壁改修工事、玄関ひさしの塗装

工事及び光回線を利用したＩＰ電話の導入工事

を行っています。また、東陽支所においては、

屋上の防水改修工事を行っています。 

 決算額２６０７万４０００円の主なものは、

鏡支所の外壁等改修工事費１６４１万６０００

円、東陽支所の屋上防水改修工事費９１８万円

で、これらの工事費の財源として、市町村合併

推進体制整備費補助金、合計２５５９万６００

０円を活用しています。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善としています。 

 ２４ページをお願いします。 

 上段の市庁舎建設事業では、決算額が１７７

万円で、内訳としまして、市民検討委員会の開

催に伴います報償費と費用弁償で２１万４００

０円、行政視察旅費や研修会旅費として７６万

５０００円、また平成２１年度に行いました本

庁舎の耐震診断結果に基づき、補強計画の再計

算を行いました経費として７５万６０００円な

どでございます。特定財源としましては、ただ

いま申しました補強計画の財源として、国庫支

出金で市町村合併推進体制整備費補助金が同額

の７５万６０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり
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とし、本年度に繰り越しました基本構想が８月

に策定されましたことから、基本設計と実施設

計のプロポーザルを行い、設計完了後は平成３

０年度中に施工開始し、平成３２年度建設竣工

を目指すものでございます。 

 続きまして、下段の市庁舎建設基金事業では

５億円を積み立てております。平成２６年度か

ら積み立てを開始し、現在の積立額は８億円で

ございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、平成３０年度までに２０億円の積み立て

を行う予定であり、本格的な財源確保に努める

ものでございます。 

 次に、２５ページの上段の、公共施設等総合

管理計画策定事業でございますが、公共施設等

の老朽化により大量に更新時期を迎えること

で、財政負担が集中し、非常に困難な状況とな

りますので、将来予測を含めた長期的な視野を

持って、施設の更新、統廃合、長寿命化などを

計画的に行い、財政負担の軽減や平準化を図

り、公共施設等の最適な配置を目指すもので、

平成２７年から平成２８年にかけて策定をいた

します。 

 決算額２２８万２０００円は、主に平成２７

年度分の委託料で、対象となる公共施設等の状

況把握のヒアリングや人口推移、人口密度等の

地域データの収集、分析を行っております。ま

た、資産情報の共有を図るべく、各施設所管課

にシステムへの入力を依頼しております。ま

た、先進事例研修旅費として２１万１０００円

等がございます。 

 今後の方向性としては、市による実施（規模

拡充）としております。 

 次に、下段の固定資産台帳システム整備事業

でございますが、平成２９年度から新地方公会

計制度が導入されることで、財務書類の補助簿

として固定資産台帳の整備が必要となるもので

あり、市の固定資産を一元管理することで、老

朽度合いを把握し、建設事業等に生かせるシス

テムを目指すもので、平成２７年から平成２８

年にかけて当台帳システムを整備いたします。 

 決算額１０６６万円は、平成２７年度分の委

託料等でございます。平成２７年度には各施設

所管課と固定資産の管理状況把握のため、台帳

や内容等のヒアリングを行いまして、各施設所

管課に対して、台帳システムへのデータ入力を

依頼し、作業を行っているところであります。

また、特定財源として国の市町村合併推進体制

整備費補助金の８５８万３０００円を充ててお

ります。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充としております。 

 次に、２６ページをお願いします。 

 上段の住民自治推進事業でございますが、決

算額は６９８１万９０００円で、活動交付金６

３５２万４０００円とコミュニティ活動活性化

補助金５９８万９０００円が主なものでござい

ます。また、特定財源として、ただいま申しま

したコミュニティ活動活性化補助金と同額を、

まちづくり交流基金繰入金にて対応しておりま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

市民等との協働とし、各地域の協議会の運営を

引き続き支援していきたいと考えております。 

 下段の結婚活動応援事業（創生先行）です

が、体験型婚活イベント事業では、トマトフェ

スタ会場でのトマト調理体験や八代アーケード

街での宝探し、肥薩おれんじ鉄道の１車両を貸

し切っての体験型イベントを通じた婚活事業を

実施しています。また、結婚活動応援事業で

は、婚活事業を実施された５団体に対する補助

を行っております。 

 決算額は２００万円で、特定財源として全

額、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金（地方創生先行型）を活用しています。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改
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善としております。 

 ２７ページの下段を行います。 

 定住促進対策事業（創生先行）でございます

が、これは八代市に移住された方や移住促進に

協力していただける住民の方を対象に、移住者

の交流会を３回開催し、移住者の実態把握や移

住の相談・支援を行うためのネットワークづく

りを行ったもので、決算額の１９９万７０００

円は、コーディネーターである専門事業者への

委託料でございます。なお、特定財源として、

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

（地方創生先行型）を活用しています。 

 今後の方向性としては、市による実施、民間

委託の拡大・市民等との協働等としています。 

 ２８ページをお願いします。 

 上段の地方版総合戦略策定事業（創生先行）

は、急激な人口減少や高齢化問題に、政府を初

め全国の自治体が一体となって取り組むため

に、各地域がそれぞれの特徴を生かした人口ビ

ジョンと総合戦略を策定するもので、八代市で

は昨年１０月に策定いたしております。 

 決算額は９５２万６０００円で、内容は人口

ビジョン及び総合戦略策定における支援業務へ

の委託料でございます。なお、特定財源は、地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地

方創生先行型）で、今後の方向性は、不要、廃

止としています。 

 ２９ページをお願いします。 

 上段の並行在来線経営分離対策事業は、肥薩

おれんじ鉄道の運行支援や鉄道施設の安全対策

に対する補助、また肥薩おれんじ鉄道沿線活性

化協議会への活動負担を行っています。 

 決算額は２２０５万７０００円で、運行支援

対策事業補助金２１４２万２０００円、活性化

協議会負担金６１万７０００円が主なものでご

ざいます。 

 なお、今後の方向性は、市による実施、要改

善としています。 

 次に、３０ページをお願いします。 

 上段の地域審議会関係事業は、市町村合併時

に地域の意見を市政に反映させるために、旧市

町村ごとに６つの地域審議会を設置したもの

で、２７年度は６地域ごとに計年３回、計１８

回の地域審議会と２回の正副会長会議を開催し

ています。 

 決算額１１１万９０００円の主なものは、委

員への報酬と旅費でございます。 

 今後の方向性は、設置期間が合併後１０年と

定められていたことから、不要、廃止としてい

ますが、２８年度からは地域づくり会議を新た

に設置し、引き続き地域の御意見を伺う機会を

設けているところでございます。 

 次に、下段の新市誕生１０周年記念補助金事

業は、合併後１０年を記念した市民活動団体に

よるイベントやＰＲ活動などに補助を行ったも

ので、５団体に対しそれぞれ２０万円ずつを補

助いたしております。 

 決算額は１００万円で、特定財源は全額市町

村合併推進体制整備費補助金を活用していま

す。 

 また、今後の方向性は、不要、廃止としてい

ます。 

 次に、３１ページの上段の協働の推進に関す

る条例研究事業でございますが、これは市民等

と行政で協働によるまちづくりについて、必要

なルールづくりや市民参加の方法について市民

とともに調査研究し、研究会で検討内容をまと

めて、市長に提出するものでございます。 

 決算額は３１万９０００円。その主なもの

は、民間委員の報償費２８万８０００円でござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、平成２８年３月に研究会から市長

へ提出していただいた提言書を参考に、条例に

盛り込む事項の調査研究や市民への啓発方法に

ついて検討を行うため、協働のまちづくり推進
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条例検討委員会を設置しており、取り組みを継

続していきたいと考えております。 

 次に、下段の携帯電話等エリア整備事業でご

ざいますが、２７年度におきましては、坂本町

の袈裟堂地区に携帯電話の基地局を整備してい

ます。 

 決算額２６７５万４０００円の主なものは、

基地局１基と伝送路整備に伴う経費２５４２万

９０００円などで、不用額の５３３万２０００

円の主なものは入札残でございます。財源内訳

は、県支出金として携帯電話等エリア整備事業

費補助金、地方債は携帯電話等エリア整備事業

債を活用しています。また、その他の特定財源

は、携帯電話事業者の整備分担金及び既存伝送

路の貸付収入で、今後の方向性は、市による実

施、現行どおりとしています。 

 次に、３２ページをお開きをお願いします。 

 上段の基幹システム運用事業は、窓口におけ

る市民課の住民基本台帳を初め、税関係や年金

等３９業務のシステム運用管理を行う経費で、

２７年度においては、マイナンバー制度やコン

ビニ収納に対応するためのシステム改修を行っ

ています。 

 決算額９９７０万５０００円の主なものは、

各システムの使用料７２０９万円、マイナンバ

ー制度のシステム整備費７７３万９０００円な

どで、マイナンバー対応については特定財源と

しての国のシステム整備費補助金を活用してい

ます。 

 また、今後の方向性は、市による実施、現行

どおりとしております。 

 次に、下段の八代地域イントラネット運用事

業は、各支所の窓口における住民サービスや学

校における高速なインターネット環境等の基盤

となる八代地域イントラネットについて、氷川

町との共同による運用管理を行っています。 

 決算額６３２１万１０００円の主なものは、

ネットワーク通信機器使用料３４９７万２００

０円、通信回線使用料２６６８万８０００円な

どでございます。また、その他の特定財源９３

６万８０００円は、氷川町からの負担金、今後

の方向性は、市による実施、現行どおりとして

います。 

 次に、３３ページの上段、防犯活動推進事業

でございますが、犯罪を未然に防止するため、

地域ぐるみで防犯活動を支援、推進する事業で

ございます。 

 決算額は７９３万５０００円で、八代地区防

犯協会負担金４８５万円と氷川地区防犯協会連

合会負担金２１５万８０００円が主なものでご

ざいます。なお、特定財源は、安全安心まちづ

くり基金繰入金でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、警察及び防犯ボランティアと連携

して防犯活動を推進するとしております。 

 次に、下段の防犯灯設置事業でございます

が、夜間の犯罪を防止し、市民が安心して生活

できる住みよい八代市にする事業でございま

す。 

 決算額は５７５万円で、防犯灯設置補助金４

００万円が主なものでございます。なお、特定

財源は、国庫支出金として地域防犯灯・街路灯

整備事業交付金２００万円でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、市民が安心して暮らす環境が整備

されることから、継続して推進することとして

おります。 

 次に、３４ページをお願いいたします。 

 上段の交通安全運動事業でございますが、悲

惨な交通死亡事故だけでなく、交通事故そのも

のを抑止するため、交通安全運動などを行い、

交通ルールの遵守や交通マナーの向上を図り、

交通事故からの自己防衛意識や交通安全意識を

浸透させる事業でございます。 

 決算額は４１２万７０００円で、八代地区交

通安全協会負担金２１１万が主なものでござい
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ます。なお、特定財源は、安全安心まちづくり

基金繰入金１０５万円でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしています。 

 次に、下段の交通安全指導員関係事業でござ

いますが、交通指導員・交通安全教育指導員が

交通指導を行い、交通事故のない安全で安心な

住みよい八代にする事業でございます。 

 決算額は５７４万８０００円で、交通指導員

７７名分の報酬３４５万円が主なものでござい

ます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしています。 

 次に、３５ページの上段の駅前駐輪場維持管

理事業でございますが、八代駅利用者の利便性

を図るため、駐輪場の管理や防犯カメラの管理

を行う事業でございます。 

 決算額は１５９万８０００円で、シルバー人

材センターへの施設管理委託金９６万２０００

円が主なものでございます。なお、特定財源は

安全安心まちづくり基金繰入金５０万４０００

円などです。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしています。 

 次に、下段、生活交通確保維持事業でござい

ますが、地域住民の公共交通手段を確保するた

めに、路線バスへの補助、乗り合いタクシーの

運行などを行っています。 

 決算額２億８４２万３０００円の主なもの

は、民間バス事業者に対する運行費の補助とし

て国庫補助対象路線に４７０４万１０００円、

補助対象外路線に１億３３８５万１０００円、

その他坂本、東陽、泉地域における乗り合いタ

クシー運行事業委託費２３７８万８０００円な

どでございます。なお、特定財源は、熊本県生

活交通維持・活性化総合交付金で、今後の方向

性としては、市による実施、要改善としていま

す。 

 次に、３６ページをお願いします。 

 上段の人権啓発推進事業でございますが、い

じめ問題や高齢者の虐待、障害者や外国人に対

する偏見、女性に関するセクハラやＤＶ等の問

題など、現在もさまざまな人権問題や差別的事

案が社会問題となっております。そこで、人権

教育、人権啓発を推進し、あらゆる差別のな

い、市民一人一人の人権が尊重されるまちづく

りを目指すため、広報しあわせの発行や人権子

ども集会・フェスティバルなど、イベントによ

る啓発などを行っております。 

 決算額は６６８万４０００円で、人権問題啓

発推進協議会交付金４１０万円がその主なもの

でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。 

 次に、下段の人権同和政策事業でございます

が、決算額は１９４万円です。その主なもの

は、人権政策審議会の開催による委員報酬等で

５万５０００円。また、法務省の委託事業とし

て、小学生等による人権の花運動の実施に１５

万円。さらに、同和地区の子供に入学支度金、

奨学金等を支給する就学支援９１万６０００円

などでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。 

 次に、３７ページの上段、男女共同参画啓発

事業でございますが、学校や地域、家庭、職場

などあらゆる分野で啓発を行うことにより、男

女共同参画社会づくりへの市民意識を醸成する

ため、情報誌みらいの発行、いっそでフェスタ

開催、アドバイザー派遣事業などを実施してい

ます。 

 決算額は１４１万９０００円で、情報誌の印

刷発行に４０万７０００円、いっそでフェスタ

企画運営委託９０万円が主なものでございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、
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民間委託の拡大・市民等との協働等としていま

す。 

 次に、下段の男女共同参画推進事業でござい

ますが、女性の社会進出を推進するため、ステ

ップアップセミナーやフォローアップセミナー

などを行っています。また、ＤＶやセクハラ等

の悩みについて、男女共同参画専門員の弁護士

等による相談業務を実施しています。 

 決算額は４１万７０００円で、ステップアッ

プセミナー等の開催費２１万４０００円が主な

ものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしています。 

 次に、３８ページをお願いします。 

 上段の青少年健全育成事業でございますが、

街頭指導業務として、中央指導７班、地域指導

１５校区、５支所で、年間延べ３２９回街頭指

導を実施し、青少年の非行防止を図っていま

す。また、相談業務として、青少年相談員２名

がヤングテレホンやつしろによる電話相談と面

接相談を受けて、アドバイスを行っています。 

 決算額は９３０万円で、指導員報酬４００万

３０００円、相談員報酬３２４万２０００円が

主なものでございます。なお、特定財源とし

て、基金繰入金３８万円がございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、今後とも街頭指導業務、相談業

務、育成業務の３本柱で推進することとしてい

ます。 

 次に、４０ページをお願いします。 

 下段の番号制度導入事業でございますが、い

わゆるマイナンバー制度につきましては、平成

２７年１０月から住民票を有する全ての市民の

皆様に１２桁のマイナンバーを記載した個人番

号通知カードの発送や希望者へのマイナンバー

カードの交付業務でございます。 

 決算額は３７８１万８０００円で、通知カー

ド及び個人番号カード関連事務交付金３６８３

万７０００円が主なものです。なお、特定財源

として、国庫支出金として、通知カード及び個

人番号カード関連事務補助金３７８１万８００

０円がございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしています。 

 次に、４１ページ、上段のコンビニ交付事業

でございますが、２８年１月からの個人番号制

度の開始に合わせ、２８年６月からマイナンバ

ーカードを使用し、住民票の写しや印鑑登録証

明、所得証明書のコンビニ交付サービスを実施

するための事業を行っております。 

 決算額は８４９万３０００円で、コンビニ交

付システム対応業務委託８３１万６０００円が

主なものでございます。なお、特定財源として

国庫支出金として、市町村合併推進体制整備費

補助金８３１万６０００円がございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしています。 

 次に、下段の総合窓口事業でございますが、

ワンストップによる利用者の利便性の向上を初

め、窓口の混雑防止や待ち時間の短縮を目指

し、市民課の窓口においても住民票の写しや戸

籍全部・個人事項証明書、印鑑登録証明などに

加え、所得証明書や資産証明書等の税証明書の

交付サービスを実施するための事業を行ってい

ます。 

 決算額は１４９万３０００円で、総合窓口用

レジリース料５９万４０００円が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性としては、市による実施、要改

善として、今後さらなる総合窓口化は、関係部

署との連携や調整、業務に精通した人材育成が

必要なことから、さらなる取り組みが必要であ

るとしています。 

 次に、４２ページをお願いします。 

 下段の国勢調査事業でございますが、市内に

居住している全ての人及び世帯を対象として、
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５年ごとに実施されている最も重要な統計調査

で、決算額４５７３万４０００円は、調査員６

７３名及び指導員９３名分の報酬が主なもので

ございます。特定財源といたしましては、全額

県支出金の国勢調査委託金で、今後の方向性は

法定受託事務のため、市による実施、現行どお

りといたしております。 

 次に、ページが飛びまして１０９ページをお

開きをお願いします。 

 １０９ページ上段の住民自治関係施設整備事

業（農村センター）でございますが、地域協議

会の事務局として、昭和校区にある農村婦人の

家の改修工事を行っています。 

 決算額は１８１万６０００円で、地域協議会

事務所の設置工事８８万１０００円、設置工事

照明設置７７万１０００円、エアコン設置工事

１６万４０００円でございます。 

 今後の方向性としては、単年度事業として不

要としております。 

 ここで説明者を辻本次長に交代いたします。 

○財務部次長（辻本士誠君） それでは、交代

いたしまして、引き続き説明させていただきま

す。 

 次に、款１０・災害復旧費の総務費関係分を

説明いたします。１９３ページをお願いいたし

ます。 

 下段のその他公共施設・公用施設災害復旧事

業の決算額９８８万４０００円は、平成２７年

８月２５日の台風１５号で被災した施設の復旧

に要した経費でございます。主なものは、本庁

舎のガラス・サッシ修繕や庁舎敷地内の樹木処

理経費などでございます。特定財源は、地方債

５０万円で、今後の方向性としましては、市に

よる実施、現行どおりとし、災害が起こったと

きには状況確認を行い、早急に修繕などの対応

を取っていくこととしております。 

 次に、１９４ページをお願いいたします。款

１２・諸支出金を説明いたします。 

 上段の市有施設整備基金事業の決算額３億４

４２万９０００円は、元金に３億円と利子に４

４２万９０００円を積み立てたものでございま

す。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善とし、環境センター建設への活用以外に

も、老朽化した公共施設の改修なども考慮され

るため、財源確保に努めていく必要があるとし

ております。 

 下段のふるさと八代元気づくり応援基金事業

の決算額４３０８万５０００円は、内訳とし

て、ふるさと納税寄附金を４３０７万５０００

円積み立て、さらに利子を１万円積み立てたも

のでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

要改善とし、基金の活用事例について、寄附者

が喜んでいただけるような内容となるよう検討

していくこととしております。 

 以上、諸支出金の説明でございます。 

 次に、主要施策に記載のない主な不用額・予

算流用及び公債費と予備費について、一般会計

歳入歳出決算書に基づきまして説明を行いま

す。決算書をお願いいたします。 

 １１４、１１５ページをお願いいたします。 

 款２、項３、目１・戸籍住民基本台帳費でご

ざいます。節１９の負担金補助及び交付金で３

０８６万７０００円の不用額が発生しておりま

すが、これは県から国庫補助金が二重に内示さ

れ、当初予算に計上された後に県から訂正があ

り、不用額としたものでございます。 

 続きまして、総務費の主な予算流用を説明い

たします。 

 戻っていただきまして１０２ページ、１０３

ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目２・文

書広報費の中で１０５ページの備考欄の中段に

なりますが、節１１・需用費へ、目６・情報推

進費の節１５・工事請負費から流用１７８万７
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０００円は、コピー用紙代に不足が生じたた

め、工事請負費の入札残から流用を行ったもの

でございます。節２８・繰出金より節１１・需

用費への流用１６２万円は、複合機のパフォー

マンスチャージ料に不足が生じたため、ケーブ

ルテレビ事業特別会計繰出金から流用を行った

ものでございます。同じく節２８・繰出金より

節１２・役務費への流用１２４万７０００円

は、郵便料に不足を生じたため、ケーブルテレ

ビ事業特別会計繰出金から流用を行っておりま

す。 

 それでは次に、款１１・公債費を説明いたし

ます。２０４、２０５ページをお願いいたしま

す。 

 目１・元金の決算額は５９億６２９３万円で

ございまして、内訳としまして、次の２０７ペ

ージ右上の備考欄にありますとおり、国の財政

融資や民間金融機関などから借り入れました長

期債の償還元金５９億５０９３万円、また繰上

償還元金１２００万円がございます。なお、こ

の繰上償還元金は、平成２６年度に借り入れま

した学校耐震化事業に係る緊急防災・減災事業

などにおいて借り入れた後、国庫補助金の増に

伴い、単独事業費が少なくなり、当該記載が過

充当となったため、繰上償還を行ったものでご

ざいます。 

 また、目２・利子の決算額は６億９３２２万

８０００円でございまして、元金と同様に長期

債の償還利子及び繰上償還利子がございます。

なお、不用額が３８１４万５０００円となって

おりますのは、次年度への繰越事業となり、借

り入れ時期がずれ込み、実際借り入れました市

債の額が見込みより少なくなったことなどによ

るものでございます。以上、公債費の説明とい

たします。 

 最後に、款１３・予備費を説明いたします。

２０８、２０９ページをお願いします。 

 款１３、項１、目１・予備費でございます。

予算２０００万円に対して３６万８０００円を

充用いたしております。予備費の充用先は、款

２、項１・総務管理費、目１・一般管理費、節

１３・委託料に同額の３６万８０００円を充用

し、新庁舎建設市民検討委員会等の委員公募に

際し、情報開示を不服として提訴されたため、

緊急に訴訟費用に充用したものでございます。 

 以上、総務費、災害復旧費、公債費、諸支出

金、予備費の関係分の説明とさせていただきま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（松永純一君） それでは、第２款・

総務費の質疑に入ります前に、市民環境部の堀

部長から発言訂正の申し出があっておりますの

で、これを許します。 

○市民環境部長（堀 泰彦君） 失礼いたしま

す。先ほど、私、市民環境部の総括の中で、総

合窓口事業について御説明申し上げましたが、

市民課の窓口におきまして住民票の写し等など

に加えまして、新たに所得証明書と税証明書を

交付するサービスをスタートさせましたのを２

８年８月と御説明申し上げました。大変申しわ

けございませんが、２７年度決算でございます

ので、２７年８月スタートでございまして、大

変申しわけございません。訂正しておわび申し

上げます。大変失礼いたしました。 

○委員長（松永純一君） それでは、先ほど説

明のありました第２款・総務費、第１０款・災

害復旧費中、関係分、第１１款・公債費、第１

２款・諸支出金中、関係分、及び第１３款・予

備費について、一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（島田一已君） その１のですね、１７

ページ下段のふるさと納税事業でございますけ

れども、非常にいい事業というふうに思いま

す。今後ですね、企業向けのそういうふるさと

納税というのはお考えになってらっしゃいます

か。ちょっとそこお聞きしたいと思います。
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（｢企業……」と呼ぶ者あり）企業版のです

ね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 現在のところ、企

業向けについては検討しておりません。 

○委員（島田一已君） はい、わかりました。

ぜひですね、今後そういう方向もですね、検討

していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） 平成２７年度における

主要な施策その１の中の２６ページです。下

段、結婚活動応援事業というところで、いろい

ろありますね。トマト婚活とか、商店街婚活、

肥薩おれんじ鉄道列車婚活とか、それぞれ参加

されてますが、これで何か成果かなんかあった

んですかね。まだわからんのかな。 

○企画政策課長（野々口正治君） 企画政策

課、野々口でございます。よろしくお願いいた

します。 

 主要施策２６ページの結婚活動応援事業、創

生先行型でございますが、こちらにつきまして

大きく分けまして、今御質問にございましたよ

うに、体験型婚活イベント事業と婚活応援事業

補助金のツータイプの事業を行いました。 

 まず１番目の体験型婚活イベント事業につき

ましては、結婚を望む若い人たちが自分に合っ

た相手を見つけることができる機会を得られる

ように、農産物の収穫体験ですとか、自然を生

かした体験型の婚活イベント事業を公募いたし

まして、それらを提案いただいた事業者の方か

らプロポーザル方式によって事業者を選定し

て、婚活事業を行ったものでございます。 

 こちらにつきましては、参加者としまして９

８名、延べといたしまして出席がございまし

て、カップル成立数が６組というところで御報

告をいただいております。 

 また、結婚活動の応援事業補助金につきまし

ては、こちらは市からの補助事業になっており

まして、同じく結婚を望まれる若い方々が相手

を見つけることができる機会を得られるよう、

そういった出会いの場を創出する事業を行われ

る事業者の方に補助を行うものでございまし

て、こちらは１団体２０万円を上限といたしま

して、５団体の方に補助を行って事業を行って

いただきました。 

 こちらにつきましては、昨年度につきまして

は、カップル成立数の報告をちょっと義務づけ

ておりませんでしたので、そういった調査を行

っていただいた方が１団体ございまして、そこ

からは４組の成立があったというふうに伺って

おります。参加者のほうにつきましては、全て

の事業で合計１３６名となっております。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ６組とか４組とかカッ

プルが成立したということは効果があったとい

うことだろうと思うんですね。今後も、市によ

る実施ということでありますので、できるだけ

カップルが成立するようなやり方をされる人に

助成してあげてほしいなという思いがあります

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 主要な施策その１の３

６ページ、人権同和政策事業のですね、下の今

後の方向性の部分なんですけど、住宅新築資金

等貸付金に係る返還事務については、回収の強

化のみでなくの次のくだりからですね、債務者

の公平性も考慮しという文言の意味がよくわか

らないんですけど、解説をお願いしたいんです

けど、何が、誰に公平……。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（濵田

大祐君） 人権政策課の濵田でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 この文言、償還（債務者）の公平性も考慮し

云々というところでございますが、債務者の方
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々の個々の事情というものもいろいろあるかと

思いますので、そういった事情等もですね、勘

案することが公平であるというように考えまし

て、こういう表現にしているところでございま

すが、それぞれの個々の状況をお聞きしながら

償還していただく、そういう相談を進めていく

ことが必要かと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） その内容で、わかった

ようでわからないとこなんですけど、要するに

個人個人の支払い能力に合わせた返済計画を立

ててもらうということでいいんでしょうか。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（濵田

大祐君） そのとおりでございます。よろしく

お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 後でまた個別に聞きま

す。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 生活交通確保維持事業

ですが、これは当初、大幅に公共交通体系を変

えたわけですが、最初の計画と今の現況という

のはどういう状況になっているんですか。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらの事

業につきましては、今御質問にもありましたと

おり、平成２２年にバスの交通網の再編を行い

まして、２３年度に大幅に補助金のほうを削減

したという経緯がございます。 

 その後、輸送人員等も一時増加にも転じたと

ころはございますんですけど、最近ここ二、三

年につきましては減少傾向にございまして、補

助金のほうも増加しているという状況でござい

ます。利用実態、利用者の方の実態に沿ってな

いような交通網になってきているのではないか

というところで、今実際上、市のほうの取り組

みとしましては、平成２７年度に地域公共交通

再編実施計画というのを、国の補助事業を受け

まして策定いたしまして、こちらを平成２９

年、来年の１０月からの交通網として取り入れ

ることで、利用実態に沿ったような形で再編を

行っていきたいというふうに考えております。 

○委員（橋本幸一君） 中心部と周辺部って、

やっぱり交通弱者というのは非常に体系が違う

と思うわけだし、今後、高齢化が進んだ場合、

特にやっぱり周辺部のこの交通弱者に対しての

配慮ということ十分考えていただきたいと思っ

ております。 

 それと、国・県の支出金の額というのはやは

りあれですか、年々少なくなってきてるんです

か。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、国補助、県補助につきましては、

それぞれ該当するためには、例えば、路線に乗

車される方の１日当たりの人数が何人以上です

とか、そういった細かい条件がございます。一

概に県の補助、市のほうに入ってまいります県

の補助を見ますと、一概に削減といいますか、

下がってきているという状況ではございませ

ん。（委員橋本幸一君「ではない」と呼ぶ）は

い。補助対象路線に入った年、入らない年でば

らつきがあるような感じにはなっております。

（委員橋本幸一君「はい、結構です」と呼ぶ） 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ２７ページの定住促進

対策事業。これはちょっと委託先は株式会社、

これは、「ダン」て読むんかな。委託料１９９

万７０００円、ちょっと内訳ばちょっと。内容

をちょっとお知らせください。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、定住促進対策事業ということで、

八代市のほうにできるだけ多くの方に移り住ん

でいただいて、人口減少対策につなげていこう

という事業でございます。 

 こちらの事業の内訳につきましては、今、移
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住者の方の一つの課題といたしまして、移住さ

れた方が八代に来られた後に、地域とうまくつ

ながっていけるかどうかというところが一つ問

題として上がってきているというところを把握

しております。 

 そういったところから、既に八代に過去移住

してこられた方々ですとか、八代に住んでいら

っしゃる方々にお集まりをいただきまして、そ

れぞれ交流を開いていただいて、移住された方

が速やかに八代に住んでいただけるような、そ

ういったネットワークづくりというのを目指す

事業でございます。 

 昨年度につきましては、その交流カフェと申

しますか、交流会のほうを３回開催をいたして

おりまして、合計で５３名の方に出席をいただ

いております。内訳としましては、地元にお住

まいの方が３７名、移住者の方が１６名という

形でございます。将来的には、そういった受け

入れ態勢づくりといいますか、そういった移住

者の方を支援していただけるようなシステムづ

くりにつなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 少子高齢化で人口減少

の中でですね、やはりこれはよその自治体でも

取り組んでるんですけども、もう少し私は予算

をふやしたほうがいいんじゃなかろうかと思い

ます。 

 というのは、やはり各自治体のをインターネ

ットで見ていますと、耕作放棄地なんかもです

ね、無料で提供したり、やはり住宅のリフォー

ムをしたりしてですね、大分やっぱりサービス

をやっております。だから、私はこんなのがで

すね、機運となって、やっぱり予算をふやし

て、やっぱりそして大いに八代市をアピールし

てもらいたいと思いますね。そうせんと、やは

り橋本委員もおられますけど、やっぱり山間地

がね、どんどんやっぱり過疎化なってしもう

て。やっぱりそういうところがね、やはり力入

れていかんといけないと思いますので、これは

要望です。はい。 

○委員長（松永純一君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（古嶋津義君） ２０ページの市政協力

員関係の事業についてお尋ねします。 

 私も何度か市政協力員さんの会議等に出まし

たが、会場いっぱいでですね、少し、特に山間

部については多いんじゃないかという感触を持

っておりますが、この市政協力員の数といいま

すか、その適正化について、今後どのように考

えておられますか。 

○市民活動政策課長兼消費生活センター所長

（川野雄一君） こんにちは。市民活動政策

課、川野でございます。 

 市政協力員の数が山間部のほうが多いという

御指摘でございますけど、そこの受け持ちの見

直しは適正な範囲があると思いますので、そこ

は今後見直しを進めるということで推進してい

きたいということで考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 市政協力員については

ですね、市の行政等に対して大変御協力をいた

だき、大事な部分ではあろうと思います。合併

して３代のそれぞれの市長さんに具申を申し上

げたところでございますが、なかなか選挙せん

ばんということで、言いきんならんところのあ

りますので、この辺のところはですね、行政の

担当部局のほうでひとつ検討をしていただきた

いと思います。 

 次に、２点目でありますけれども、定住促進

対策事業についてでございますが、ここに今後

の方向性等について書いてあります。移住に関

する相談はふえていますものの、支度金制度の

利用にはつながっていないと。この課題と今後

の方向性といいますか、改善策についてどのよ

うに考えていらっしゃるところでしょうか。 
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○企画政策課長（野々口正治君） こちらの事

業につきましては、県あるいはＮＰＯ法人等が

開催されます移住者向けの相談会のほうに出席

をしまして、八代をＰＲするという事業でござ

いますが、その際に移住を希望される方からの

御質問として、やはり住まいや仕事という分に

ついての情報を必要とされているというのがご

ざいます。こういった部分につきまして、市の

ほうで必要とされる情報を適切に把握してお伝

えしていくということが、今後のうちの大きな

課題であろうというふうに考えております。 

 今、空き家バンクですとか、そういった事業

におきまして、情報の整備を行っております

が、今後そういったものを活用しながら定住促

進につなげられるような展開をしてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 地方創生の意味から

も、人口の急激な減少をはねのけるという意味

からも、この事業については大変大事な事業で

あると捉えています。ぜひ検討をされて、その

課題にですね、真摯に向き合っていただきたい

というふうに思っております。 

 次にですね、防犯灯設置事業についてお尋ね

をいたします。 

 まず、それぞれ校区の役員さんから聞くの

は、防犯灯のことの大事さでありますが、今、

逐次ＬＥＤに変わっておりますが、大分電灯代

が安く済むということであります。 

 しかしながら、事業費等がですね、限られた

ところでありますので、この辺のところ、次の

改善策としてね、今後どのように考えていられ

るのか、お尋ねをさせていただきます。 

○市民活動政策課長兼消費生活センター所長

（川野雄一君） ＬＥＤ化につきましては、

今、経費の電気代等が安いという部分について

でございますけど、防犯灯の設置につきまして

は継続してですね、設置するように今進めてい

るところでございます。やっぱり地域の安全・

安心を守るためには、ぜひ必要なことだと思っ

ております。一度にはちょっと難しいかと思い

ますけど、ＬＥＤ化につきましてもですね、随

時、地元の希望を聞きながら進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 次に、交通安全指導員

関係の事業についてお尋ねをいたします。 

 これにも書いてありますように、少し高齢化

が進んでいると。中には、杖をついた方もいら

っしゃるようでありますので、この辺のところ

を今後どのように捉えていかれるのか、お尋ね

をさせていただきます。 

 特に、子供たちの登下校、それから、地域の

いろんな行事等にもたくさん出ていらっしゃる

ようでありますので、大変貴重な、──報酬は

少しでありましょうからですね、ボランティア

に近い形だと思いますが、この辺のところ、も

う少し若返りはできないのか、その辺をお尋ね

をさせていただきます。 

○市民活動政策課長兼消費生活センター所長

（川野雄一君） 交通指導員さんにつきまして

は、確かに今言われたように高齢化が進んだと

いうことは否めませんけど、一応後継者育成の

ほうはですね、それぞれ指導員さんがいらっし

ゃいますので、その後継者を育成していただく

ように、またこちらからもお願いして若返りの

ほうを推進していきたいと考えております。 

 なかなか地域の事情もございまして、なかな

かそう進まないところもございますけれども、

こちらのほうからまたお願いをして若返りのほ

うも進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） この前の行事のときは

ですね、やっぱり足腰が悪くても杖ついて出よ

っとたいというお話をいただいたもんですか

ら、その辺のところは少し考慮をしたほうがい
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いんじゃないかなという気持ちもありましたの

で。ぜひ若い人にですね、退職されないと、な

かなか出ることができないと思いますが、その

辺のところは十分に配慮しながら方向性を見出

していただければ幸いであります。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ２６ページのですね、

婚活応援事業の受託者が地元のエフエムやつし

ろじゃなくて、エフエム・熊本だった理由は何

でしょうか。事業内容が地元中心の事業かなと

は思うんですけれども、対応できなかったんで

しょうか。 

○企画政策課長（野々口正治君） こちらにつ

きましては、先ほど少し触れさせていただきま

したが、イベント等を開催していただく事業内

容をプロポーザルによって決定いたしましたん

ですが、お申し込みいただきましたのが株式会

社エフエム・熊本さんから御提案をいただいた

というところで、合計で２社御提案いただいた

んですが、審査の結果、こちらに決定したとい

う経緯でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

 続けていいですか。 

 ２１ページの広報広聴活動ですね、先ほどの

説明だと、民間委託を検討しているということ

で、何か要改善というふうにおっしゃったよう

に思うんですけど、広報やつしろは唯一、何て

いうんですかね、市民に対してすべからく広報

ができる媒体だというふうには思っていますけ

ど、どのような改善をされるという計画でいら

っしゃるんでしょうか。 

○秘書広報課長（松川由美君） 秘書広報課で

ございます。ただいまの御質問ですけれども、

現在行っておりますのが、取材から始めまし

て、その後、皆様のほうにお届けしております

広報紙のほうのレイアウトから何から全て広報

広聴係のほうで対応しておりますもんですか

ら、取材につきましては広報広聴係のほうで今

までどおりすると。あとレイアウト関係につき

ましてですね、委託のほうで、業者さんのほう

でいろんなノウハウをお持ちかと思いますの

で、そのようなことで対応できたらなというふ

うに現在考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 餅は餅屋でですね、得

意分野を業者さんに委託するという部分は歓迎

ですけど、今の広報紙の状況よりもですね、私

はページ数ふやしてでも、もう少し市民に対し

て知らせるべき内容をですね、もっともっと掲

載したほうがいいんじゃないかなというふうに

思ってますので、万一委託することによって経

費が下がるようであれば、逆にページ数ばふや

して記事がふえればいいなというふうに思って

ますので、ぜひ御検討いただきたいと思いま

す。 

○委員（増田一喜君） ３３ページのとこの、

さっきの防犯灯の設置事業のところですけど、

防犯灯で、うちの校区の町内なんかですね、青

色の電球をつけてあるんですよ。何か昔テレビ

であったけども、白よりも青いほうが何か精神

的に落ちついて防犯効果があるとかいうのは知

ってましたけども、現実には田舎の道だったら

ですね、町家と違うて、ぽつぽつとあるもんだ

から、道路の両端が見えなくなるんですよ。

で、結構、自転車で落ちたりとか、歩いてて境

目がわからずに田んぼに落ちたりとかっていう

人がおるらしいんですけども、ここで言うとこ

ろの、やっぱり色なんか限定されるんですか、

やっぱり青色とかそういうのをやったほうがい

いんですか。 

○市民活動政策課長兼消費生活センター所長

（川野雄一君） うちのほうで、町内から希望

があって設置していただいているんですけど、

色までこちらから、これがいいですよとは…
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…。もう町内の判断で多分されているかと思い

ます。色のほうはちょっと済みません、私のほ

うではそこまでちょっと存じ上げませんので、

申しわけありません。 

○委員（増田一喜君） そうされとるんだった

ら、それでいいんでしょうけれども、でもやっ

ぱり現実的に足元が見にくいということもある

らしくて、結局、今度は襲われなくても自分で

落ちてけがしたりとかされるから、そのあたり

もされるときには、色とかも研究して助言いた

だければいいのかなという気はいたしますけれ

ども、そこのところはよろしくお願いいたしま

す。お世話かけます。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） ４１ページのコンビニ

交付事業、これは新規事業で２８年の、ことし

の６月からやられたんでしょうが、今の進捗状

況を。 

 それと、住基カードを持ってる方が何名ぐら

いマイナンバーつくられたか。マイナンバーつ

くった人、人数をお知らせください。 

○市民課主幹兼課長補佐（福本桂三君） 市民

課、福本でございます。 

 コンビニ交付の状況としましては、２８年６

月からコンビニ交付始めたわけでございますけ

れども、６月、７月、８月の３カ月分としまし

て、４５０件のコンビニ交付がされておりま

す。金額につきましては１３万５０００円分の

収入になっています。 

 住基カードがマイナンバーカードに切りかわ

ったという方についてはですね、まだ今のとこ

ろ、精査中でございまして、数字のほうは今の

ところまだわかっておりません。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 私もよく市民課に行く

んですけど、高齢者の方がすごく多くてです

ね、何かつくらんばあからんとんごつ、つくり

よんなるごとしとる人のおんなるけんで。私は

あんまり、なっだけなら、そぎゃんた、つくら

んほうがよかばいて、私は、そやん言いよっと

ですたい。せんば、犯罪につながるばいていう

て言いよっですたい。（笑声） 

 やっぱりそんなのもですね、一口はやっぱし

言うてやってよかっじゃなかですかね、行政マ

ンとして。そうせんと、何か、──国はです

ね、どんどんつくれて言いよりますばってん、

やっぱり私も住基カードをつくりました。だか

ら、マイナンバーつくりましたけど、そのとき

住基カードは返還しましたけども、がめさんカ

ードはまだ使えるんですかね。 

○市民課主幹兼課長補佐（福本桂三君） 通称

がめさんカード、自動交付機のカードですけど

も、こちらのほうにつきましては、窓口で印鑑

証明書を取る際には必要ですし、今、ハーモー

ニーホールのほうに自動交付機は置いておりま

す。そちらのほうで自動交付機を使って暗証番

号を入れまして、印鑑証明、住民票、記載事項

証明書を取得することも可能です。（委員矢本

善彦君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員（橋本幸一君） 庁舎施設整備事業とい

うことで、今、鏡、千丁になっとっかな、これ

はＩＰ電話工事があっとっですが、あれは地域

イントラ整備のとき、公共施設のＩＰ電話はせ

んだったですかね。 

○財政課長（尾﨑行雄君） 今回、これ光の線

に変更する……。（委員橋本幸一君「さっき、

ＩＰ電話って言われたけど、説明の中で」と呼

ぶ） 

○企画振興部次長（増住眞也君） ＩＰ電話の

光回線を使ったＩＰ電話になります。（委員橋

本幸一君「ただになるわけでしょう」と呼ぶ）

はい。で、イントラを利用すると、回線の使用

料は……。（委員橋本幸一君「要らぬわけでし

ょう」と呼ぶ）で、イントラを入れたときはで

すね、その交換機とかが、それから電話機もな

んですけど、ＩＰ電話に対応してなかったもん
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ですから。（委員橋本幸一君「地域イントラ導

入のときは」と呼ぶ）はい。それぞれの施設で

持ってた交換機がですね、そこを変えてやらな

いと使えないということで、それに追加のお金

がということで、そのときは入れなかったとい

う……。 

○委員（橋本幸一君） 学校関係も入ってなか

ったですか。 

○企画振興部次長（増住眞也君） 学校を入れ

た……。 

○委員（橋本幸一君） 電話でたしかオープニ

ングのとき、やったみたいだと思ったんですけ

ど。（発言する者あり）いや、それはいいんで

すが、結局ですね、私いいことだと思うんです

よ。 

 で、結局、ほかの公共施設もですね、ぜひそ

のＩＰ電話化やっていっていただきたいという

ことと同時に、そこの地域イントラの整備、

今、借り賃をずっとやっとるわけですね、この

平たん部の地域イントラ。これがやっぱり未来

永劫続いていくわけですから、以前も私言った

ことあるんですが、せっかくならですね、自前

でやっぱりある程度将来計画としてつくって、

やっぱり光の公共施設としての有効利用という

のを図ったほうが、より何ていうかな、利用幅

が、サービス幅が広くなりゃせんかなという思

いがするんです。これをすれば、今、山間地域

が今、光ファイバーで結局ケーブルテレビ整備

してるけど、これは地域イントラの部分も担っ

とるわけですね。で、これは起債を返還してし

まうなら、もうあとは利用料部分になってしま

うし、やはりもう一体化した光網をやっぱり八

代ではつくるべきじゃないかなと、計画として

ですね。そうすれば、やっぱり全施設がやっぱ

りＩＰ化できるし、電話の通話代だけでも大変

なものになると思うんですね、経費節減の中

で。そういうことも、将来的には私は考えるべ

きだと思うんです。ただ、やっぱり公共施設の

あれにはやっぱり進めるべきと思います、ＩＰ

化は。 

○委員長（松永純一君） 答えは要りません

か。 

○委員（橋本幸一君） できればお願いしま

す。 

○企画振興部次長（増住眞也君） ありがとう

ございます。山間部のケーブルのですね、光フ

ァイバーについては、（発言する者あり）張っ

たおかげでですね、携帯電話の参入が可能にな

ったというふうにも、委員さんが御指摘される

ように、いろんなそういう利点につながったの

かなというふうに思います。 

 今もう張ってからですね、１０年を経過する

もんですから、ファイバー自体はいいんですけ

ど、設備とかですね、そういう機械がもう老朽

化してまいりまして、その張りかえ等もまた検

討せんといかんというのがございまして、あわ

せてどういう形が市にとって将来的にいいのか

というのを検討してまいりたいというふうに思

いますので、ぜひ参考にさせていただきます。 

○委員（橋本幸一君） １０年前と変わらんご

た。（笑声）結構です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 施策の３３ページの防

犯灯のことなんですけど、防犯灯の電気料とか

修繕代というのは、支所管内は何というんです

か、一般財源と国庫支出金から出てるというこ

とですかね。 

 というのは、私は旧八代市出身なもんですか

ら、防犯灯のお金は町内会で集めて、負担した

り立てたりしてるんですよね。何かそういう習

慣が違うんだなというのを改めて思ったんです

けども、ちょっと説明をお願いしていいです

か。 

○市民活動政策課長兼消費生活センター所長

（川野雄一君） 今言われました支所のほうの
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防犯灯でございますけど、これは市で設置して

いるというところで、維持管理のほうが、電気

代とか市のほうから支出をさせていただいてお

ります。 

 設置した旧支所のほうから引き継いだ部分も

ございまして、そういうことで市で直接維持管

理をやっているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 後でまた詳しく聞きた

いと思います。 

○委員長（松永純一君） いいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 取り立ててお尋ねする

ほどでもなかとですが、さっき矢本委員のマイ

ナンバーの導入についての関連で、普及状況は

ちょっとまだ今のところわからんというお答え

だったですかね。 

○市民課主幹兼課長補佐（福本桂三君） マイ

ナンバーカードの普及状況としましては、３月

末現在としまして、申請者数が約９３００人に

対しまして、交付者数が４３００人でございま

す。約交付率が４７％。一番新しい情報としま

して、９月末現在としまして、申請者数が約１

万１０００人に対しまして、交付者数が約９１

００人、交付率が８４％となっており、この交

付者数の交付率は県内でもトップクラスの交付

者数となっております。 

○委員（村川清則君） 私はアナログ人間で、

まだ申請しとらんとですが、通知カード自体は

もう完璧というか、行ってしもうたとですか

ね。何かかなり戻ってきとったようでしたけれ

ども。 

○市民課主幹兼課長補佐（福本桂三君） 約、

市内には５万世帯ございますけれども、今、現

在としましては８月３１日現在としまして、９

４１世帯に対して、まだ未交付でございます。

９４１世帯に対しまして、今のところ、交付と

いいますか、受け取りに来ていただくように勧

奨をしておりますけれども、なかなかですね、

こちらにいらっしゃれないという、そういう方

がいらっしゃって、まだ取りに来ていただけな

いということになっております。 

○委員（村川清則君） 地震もありましたん

で、庁舎が分散したりなんかでちょっと来られ

ないような方もおられたのかなという感じです

けれども、今からちょっと、もうある程度落ち

ついたというか、仮庁舎もできましたんで、ま

たふえるのかもしれないので、よろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） その１の１７ページの

上段の職員研修事業でございますけれども、こ

この中には、たしかこれは女性管理職の養成と

か、それを目的とした、何か女性リーダーのそ

ういう研修等があったと思うんですけども、実

際にはなかったんですかね。 

○人事課長（白川健次君） 人事課の白川でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 職員研修につきましてはですね、職員の一人

一人の資質向上ですとか、意識改革、そういっ

たものを図りまして、より質の高い行政サービ

スを提供するため、今現在、計画的に実施をし

ているところでございます。 

 そのためですね、今、御質問にありました女

性活躍推進に関しましては、今年度より女性活

躍推進法が全面的に施行されました。それを受

けまして、八代市としても、特定事業主行動計

画というのをつくっております。その設定しま

した目標を達成するために、まず計画を策定す

る前ではございましたけれども、自治大学校で

すとか、市町村職員の中央研修所、そちらのほ

うにですね、女性職員を派遣したという研修は

ございます。また、今年度もですね、その設定

いたしました目標をですね、目指しまして、女

性職員、それから管理監督職員をですね、対象
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としまして、女性がより活躍しやすい環境づく

りに向けた意識啓発を行うような研修、それか

ら女性職員に対しまして、女性の管理監督職員

がロールモデルとなって、支援をしていくよう

な機会、それから昨年度もいたしました、そう

いった外部機関への研修派遣、そういったもの

は継続していきたいというふうに思っておると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（島田一已君） 私も女性の活躍、非常

に大事だなと思ってますんで、今後ともよろし

くお願いします。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） 関連で人事課にお尋ね

します。以前は寿屋に研修なんかさせよったで

すが、今、どっかデパートとか、そんな新人の

研修はさせよんなっとかな。 

○人事課長（白川健次君） 現在は、新規採用

職員の研修につきましては、中期研修という形

で消防署での規律研修ですとか、清掃センター

での研修、そういったところでの外部での研修

というのを実施しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 私がなぜこう言うかと

いいますと、このごろちょっと挨拶が少し、何

か昔みたいになくなってきてですね。電話の応

対でもですね、誰々というのに、接遇が悪いで

すね。特に聞いたら、担当課の矢本ですって言

えばよかばってん、黙ってして、おたくは担当

課は何て言いなったですかて言わにゃ言いなら

んこともあります。やっぱりそういうところも

ね、ぴしゃっとやっぱし上司がぴしゃっとしつ

けていかんと。挨拶が一番大事だから、そうい

うところをやっぱしぴしゃっとしとっていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松永純一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） では、しばらく休憩

します。３時１５分から再開いたします。 

（午後３時０１分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１４分 開議） 

○委員長（松永純一君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 質疑はありませんか。 

○委員（矢本善彦君） 資料請求をお願いいた

します。 

 昨年も出していただいたんですけど、随意契

約の一覧表を。１号理由によるものを除く随意

契約。委託料及び工事請負費、２７年度。 

○委員長（松永純一君） ただいま矢本委員か

ら資料請求の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として資料を請求することに御異議

ございませんか。（｢何の資料」と呼ぶ者あ

り）随意契約の一覧資料です。（委員矢本善彦

君「去年も出していただいた」と呼ぶ）（発言

する者あり）（｢何か問題ある」と呼ぶ者あ

り）いや、委員会として請求する場合は委員会

で決定せにゃいかんもんですから、今お諮りし

とるとこです。御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 御異議なしと認め、

そのように決定しました。資料提出をお願いい

たします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（松永純一君） 以上で第２款・総務

費、第１０款・災害復旧費中、関係分、第１１

款・公債費、第１２款・諸支出金中、関係分、

及び第１３款・予備費についての質疑を終わり

ます。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 
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 次回の委員会は、１０月４日、火曜日、午後

１時開会となっております。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、これをもちまして本日の決算審査

特別委員会を散会いたします。 

（午後３時１７分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年１０月３日 

決算審査特別委員会 

委 員 長 
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